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本報告書は、益田市教育委員会が平成 26年 5月 から 6月 にかけて実施した、今市川農道橋架替工

事に伴う中世今市遺跡の調査結果をまとめたものです。

中世今市遺跡は、沖手遺跡や国史跡中須東原遺跡などの益田川 。高津川河口域に存在した中世港湾

集落の一つで、益田川の水運を利用した物資の流通・集散の拠点であったことが明らかにされていま

す。また、今市川に面して残る石垣は、中世益田氏の経済基盤を支えた市場・港としての今市の姿を

今に伝えるものとして、昭和 56年に市指定文化財「中世今市船着場」になっています。

今回の発掘調査からは、舟着場跡の発見をはじめとして、これまでに実施された学術調査成果から

得られた今市船着場の性格や変遷をより詳細に知ることができました。本書が皆様に広く活用され、

地域の歴史や遺跡保護に対する理解と関心を深めていただく一助となれば幸いです。

調査にあたって多大なご協力をいただきました土地所有者の方々や地元の皆様、関係各位に厚く御

礼を申し上げまして、報告書刊行のごあいさつといたします。

平成 27年 3月

益田市教育委員会

教育長 村川 修



例 言

1.本書は益田市教育委員会が島根県益田県土整備事務所の委託を受け、平成 26年度に実施した今市

川農道橋架替工事に伴う中世今市遺跡の発掘調査報告書である。

2.調査に要する経費は、事業者 島根県益田県土整備事務所が全額負担した。

3.調査組織は次のとおりである。

【調査主体】 益田市教育委員会

(事務局 :益田市教育委員会 文化財課)

【調査員】 佐伯昌俊 (副主任主事)

【調査指導】 島根県教育委員会

4。 現地調査及び報告書作成に際しては、以下の機関、方々からご指導・ご助言をいただいた。

村上 勇 (奥田元宋 。小由女美術館館長、益田市文化財保護審議会会長)、 西尾克己 (大田市教育

委員会)、 島根県教育委員会文化財課

5。 発掘調査作業及び整理作業には下記の方々に参加していただいた。

【発掘作業】

亀山武徳、齊藤豊、椋悟、村上博一

【整理作業】

岡崎敦子、横山秀美

6。 本報告書に掲載した遺物の実測は、岡崎・横山が行い、 トレースは佐伯が行った。出土遺物の分

類 。集計は、村上勇、西尾克己両氏の協力を得て佐伯が行った。

7,本報告書の執筆は、第 1章から第 4章を佐伯が、附章を中司が担当し、編集は佐伯が行った。

8,本書に掲載した出土遺物及び実測図、写真等は益田市教育委員会文化財課で保管している。
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第 1章 調 査 に至 る経 過

益田市教育委員会では、今市川防災 。安全交付金 (広域河川)工事に伴う今市川農道橋の架替が周知

の埋蔵文化財包蔵地中世今市遺跡の範囲内で計画されていることに関し、事前発掘調査の必要性につい

て事業者 (島根県益田県土整備事務所)と協議を進め、実施の了承を得た。

事業者からは、平成 25年 10月 7日付けで文化財保護法 94条に係る届出の提出を受けた。その後、

県文化財課からの指導・助言を踏まえ、遺跡が直接影響を受ける 16∬を工事着工前に発掘調査するこ

ととなった。なお、平成 26年 5月 26日 付けで益田市教育委員会から島根県教育委員会に対して埋蔵

文化財発掘通知を提出した。さらに、益田市と事業者との間で平成 26年 5月 28日付けで埋蔵文化財

発掘調査委託契約を締結し、同年 6月 2日 より現地調査に着手、 6月 20日 には調査を終了した。

遺跡の取 り扱いに関しては、遺跡が影響を受ける範囲は記録保存のための調査が実施され、かつ遺跡

の残存部分は盛土で保護される事業計画であり、工事の実施は止むを得ないとの判断に立ち、平成 26

年 9月 8日付けで益田市教育委員会から島根県教育委員会に対 して遺跡の取 り扱い協議を行った。これ

に対して、平成 26年 9月 16日付けで島根県教育委員会から益田市教育委員会に対して回答があり、

事業者へ取 り扱いに係る協議結果を通知している。

平成 26年 6月 11日に県文化財課角田徳幸氏による調査指導を受け、発見された遺構の評価および

遺跡の取 り扱いを協議した。同月 14日 には、村上勇氏 (奥田元宋・小由女美術館館長)と西尾克己氏

(大田市教育委員会)に よる調査指導を受け、主に出土陶磁器からみた遺構の年代比定について助言を

いただいた。

調査成果の公開のため、平成 26年 6月 20日 に現地説明会を開催し、地元住民 31名の参加があっ

た。
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第 2章 遺跡の位置 と環境

中世今市遺跡は、益田平野を流れる三級河川益田川の支流今市川の右岸、益田市乙吉町に所在する。

現在でも、遺跡の位置する今市地区には短冊状の地割が良好に残り、今市川に沿って築かれた約100m

の護岸状石垣は益田市指定史跡「中世今市船着場」となっている。

今市は、かつて高津川 。益田川河口域に存在した沖手遺跡や中須東原・西原遺跡と同様に、交易・流

通に関わった港湾集落跡の一つである。益田川の流路変遷や河口域の土砂堆積による陸地化に伴い、戦

国末期に比較的七尾城下町に近く水量の安定した今市へ港湾機能を備えた市場が整備された。なお、今

市周辺には舟着場として機能していたころの名残を示すものとして「塩入」という地名が確認できる。

このことは、河口域の中でも上流に位置する今市近くまで舟の出入りが容易に行える環境であったこと

を示している。

今市の史料上の初見は、天正 19年 (1591)の「美濃郡益田元祥領検地目録」(益田家文書)に「代

弐貫三百十文 今市屋敷銭」とあり、益田氏領に設置された4カ所の市場の一つとして今市に屋敷銭が

賦課されていたことが知られる。

関ケ原の役後、益田氏の須佐移封に伴い益田が浜田藩領に組み込まれると、益田組 26ケ村内の今市

村となった。

1.中世今市遺跡 2.沖手遺跡 3.中須東原遺跡 4.中須西原遺跡 5,平田遺跡 6.式内社櫛代賀姫神社 7.真如坊跡

8.福王寺 9.安福寺跡 10.恵比寿神社・厳島神社 11.雪舟の墓

第 2図 中世今市遺跡の範囲と周辺の主な遺跡
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第 1節 概 要

益田市教育委員会では、平成 9～ 10年にかけて中世今市遺跡の性格を明らかにするための内容確認

調査を実施している (第 3図 )。 今回の調査範囲に隣接する今市の短冊状地割の南西部隅で実施された既

往の発掘調査では、護岸としての使用が想定される5～ 15cm程度の礫を敷き詰めた礫敷遺構と列状

に並んだ木杭が検出された。このことから、農道橋の架替部分のうち護岸施設の存在が想定される2m
×8mの 16�を調査対象として設定した。

北壁

W

25m

F%蜜
″ご楽多
多クル

西壁

1 黒色土 (25Y2/1)、 ビニール片等含む

2 暗灰黄色土 (25Y4/2)と黄色ブロック (25Y8/8)の 混合上、造成上

2′ 灰黄褐色土 (10YR4/2)、 2～3cm程度の円礫を多く含む

2″ 暗灰黄色粘質土 (25Y4/2)に 灰色ブロック (5Y6/1)を 多く含む。

黄色ブロック(25Y3/8)がわずかに混ざる

2生 2″ 層と同色だが、砂質強い

3 黄色砂質土 (25Yア /8)、 細粒砂主体で、わずかに灰色ブロック15Y6/1)混 ざる

:′ :写
gど

冒と茫ょ子し質強い }昭
和30～ 40年代制日水田耕作土

5 灰色粘質土 (10Y6/1)、 オリーブ黄色ブロック(75Y6/3)を含む、昭和30～ 40年代の

旧水田耕作土

6 灰色粘質土 (5Y5/1)

7 黒褐色粘質土 (25Y3/1)、 円礫わずかに含む

::B悟具哲暴曽ど匙wけ }近
世遺物を含む包含層

10 オリーブ灰色泥炭層 (10Y6/2)、 有機物 (木片など)含む

11 灰色砂質シルト(10Y6/1)、 粗粒砂主体で、砂と有機物を含む粘質上が互層状に堆積

12 オリーブ黒色粘土 (75Y3/1)

13 暗掲色腐植質シルト(10YR3/3)、 有機物を多く含む、無遺物層

第 4図 土層断面図
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基本的な層序は上から順に、 1～ 3層 (昭和 30～ 40年代の今市川河川改修に伴う造成土)、 4～

7層 (河川改修以前の水田耕作土)、 8～ 9層 (近世遺物包含層)、 10～ 11層 (旧河川活動に伴う堆

積土)、 12層上面 (礫敷面 。遺構面)である (第 4図 )。

掘削にあたっては、地表面から約 lm程度は河川改修に伴う造成土と判断されたため、重機により掘

削を行った。造成土掘削後に確認された旧水田耕作土より下層については、人力による掘削及び遺構精

査を行った。ほぼ調査区全面にわたって確認された礫敷面は記録 。図化作業を行い、礫敷遺構の保存を

図る調査方針のもとに、礫の疎らな調査区北西隅に下層確認 トレンチを設定した。

第 2節 遺構 。遺物

1.礫敷遺構 (舟着場)

今回確認された礫敷は、既往の調査で確認された礫敷と同様に5～ 1 5cm前後の円礫が主であり (第

5図 )、 礫面の標高は調査区東側 (今市地区側)で lm、 調査区西側 (今市川側)で 0.3mと現在の今

市川へ向かって緩やかに傾斜する。礫の中には、高津川水系にのみ確認される赤色の礫 (安山岩)が認

められることから、現在は益田川水系に属する今市川周辺がかつて高津川の影響下にあったことが推測

される。なお、標高0.4～ 0.5m付近の礫敷面直上に流木や植物根などの有機物が多く堆積していた

こと、現在の今市川の川底が標高0.5mであることなどから、礫敷が当時の生活面として機能していた

頃の汀線は標高0.5m前後であったと考えられる。さらに、標高0.7m付近では等高線に沿う形で直

径 5 cmの木杭が等間隔で打設されており、断言はできないものの肪い杭としての使用も想定される。

2.出土遺物

発据調査では、多量の燻瓦 。赤瓦に加えて中近世遺物が出土し、遺物総数はコンテナ 2箱となった。

本報告では、礫敷遺構の年代決定となり得る礫敷共伴遺物および特徴的な遺物について図化を行った

(第 6・ 7図 )。 その他近世包含層出土遺物については、各層位毎に分類・集計を行い総体の把握に努めた」

1～ 5は造成土出土、 6～ 9は旧水田耕作土出土、 10～ 13は礫敷上層出土、 14～ 18は礫敷遺

構共伴出土である。 1～ 2は須佐焼である。 1は捏鉢の底部で、削り出し高台とした後に縁を面取りす

る。 2は捏鉢の口縁部で、釉調などから 1と 同一個体と考えられる。 3は陶器壷で、底部を碁笥底状に

削り出す。在地系陶器 (石見焼系)か。 4は堺・明石系の悟鉢である。底部と口縁帯の一部が残り、内

面のスリロは摩耗が顕著である。 5は佐野焼の大甕である。口縁外面に2状の沈線を巡らせ、内面をハ

ケロ調整とする。 6は陶器鉢の底部である。内面無釉で、火入れ・香炉としての使用が想定される。 7

は在地系陶器 (石見焼系)の鉢底部である。削り出し高台で、底部を薄く仕上げる。 8～ 9は須佐焼で

第 1表 中世今市遺跡調査年次一覧

調査年 調査年次 調査地点 調査原因 結 果

平成9年 (1997) 第 1次調査 1-4 直跡の範囲。内容確認 礫敷遺構・杭列の一部を検出した

平成10年 (19981 第 2次調査 5～ 10 直跡の範囲・内容確認 町割に沿つた礎石 。石列を検出した

平成 18年 (2006) 第 3次調査 11 個人住宅増築に伴う試掘調査 重構確認できず

平成 19年 (2007) 第 4次調査 個人住宅新築に伴う工事立会 貴構確認できず

平成20年 (20081 第 5次調査 13-15 剰道 9号線橋梁付替工事 (迂回路部分)に伴う試掘調査 童構確認できず

平成25年 (2013) 第 6次調査 16～ 17 到道 9号線橋梁付替工事 (本線部分)に伴う工事立会 重構・遺物ともに確認できず

平成26年 (20141 第 7次調査 今市ナ|1農道橋架替工事に伴う本調査 槃敷遺構・杭列の広がりを確認した

-5-



W彪
十一

一

鳥蝕

錨 ど
斡豫

|

0          1m
アミカケ :安山岩 (赤色)                  

―

1/40

第 5図 礫敷遺構平面図

ある。 8の灯明皿には、底部に糸切り痕が残り、内面に胎土目が 2つ確認できる。 9は口縁部形態や口

径などから片口と思われる。 10～ 11は須恵器で、 10は郷蓋、 11は甕である。なお、これらの須

恵器は所々に摩耗がみられ、河川活動によって運ばれた混入品と考えられる。 12は肥前系磁器の白磁

碗で、口縁に銹釉を施す。 13は京 。信系陶器の碗である。胎土は精良・緻密で、内面に色絵が描かれ

る。 14は肥前系磁器の口縁折縁皿である。 15は肥前系陶器の大鉢で、口縁を浅い溝縁状とし、内面

に櫛状工具による回線を施す。 16は須佐焼播鉢の底部である。削り出し高台で、縁の面取りを行わな
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い。 17は肥前系陶器の皿である。内面に銅緑釉を施し、見込みを蛇ノロ釉剥ぎする。 18は肥前系陶

器の壷で、内面に格子ロタタキ痕が残る。

第 2表 今市遺跡出土遺物集計表

種 月U 器  種 造成上
  堀確里  

近世包含層  11層   礫敷面   合 計

中国製品    白 磁

青 磁

青 花

」ヽ 計   1

日本製品   陶 器   肥前系 呉器手

刷毛目

不明

1

2

不明

壺・甕

碗    丸碗

不明

京・信

香炉・火入

鉢

口

鉢

情

片

捏

鉢

在地 (石見系) 皿

鉢

甕

/1ヽ  言+     21

白磁 (口銹 )

陶胎染付

小杯

猪口

不明

磁 器   肥前系

１

　

　

　

‐０

香炉・ 火入

在地

42」ヽ 計   28

妬 器   堺・明石

ぺこかん

」ヽ nt

瓦 質   佐野

不明

大寮

」ヽ 計   2
土 器   在地

不明

火鉢

」ヽ 計   3
合 計   56
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第 4章 総括

これまで調査で確認された遺構・遺物について概観してきたが、ここでは得られた成果をもとにして

若子の礫敷遺構の年代比定と今後の課題を述べることとしたい。

1.礫敷遺構の年代

まず、出土した土器・陶磁器を第 2表にまとめた。出土遺物の種別構成比では、国産陶磁器 91°/o、

土師器 4%、 貿易陶磁器 (中 国製青花)3%、 妬器、瓦質と続き、肥前系の国産陶磁器が大半を占める

中で土師器の出土は極端に少ない傾向を示している。国産陶磁器における構成比は陶器 44%、 磁器

第 8図 礫敷遺構遺物分布図

肥前系陶器

� 蛎
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肥前系陶器 銅緑釉皿



560/0と 磁器が高い比率を示すが、これは造成土および旧水田耕作土中に包含される江戸中期以降の遺

物の影響と考えられる。なお、遺物総体では中世期に遡ると判断される遺物は中国製の白磁皿 (Ⅸ類)

1片、青磁碗 (B4類)1片 、青花碗・皿 3片のみで、最も下限に位置付けられる遺物は在地系陶器 (石

見焼系)である。

次に、礫敷遺構に伴 う遺物について検討 したい。礫敷遺構検出時に、礫直上および礫面に伴う遺物 5

点 (陶器 4点、磁器 1点)を時期判断が可能なものとして出土位置を記録 して取 り上げた (第 8図 )。

陶器では、肥前系の壷や大鉢、銅緑釉皿といった九陶編年Ш期に位置付けられる遺物に加えて、佐伯編

年 I― A類に分類される須佐焼播鉢が出土 している。磁器では、丹巴前系の口縁折縁皿が認められる。以

上のことから、断片的な資料ではあるが礫敷遺構が機能した最終段階及び埋没時期は 17世紀第 3四半

期頃であったと判断される。礫敷遺構の成立期に遡る遺物は認められなかったが、僅かながら確認され

た中国製磁器の存在や既往の調査成果を加味すると、中世末から近世初頭にかけて存続 した遺構であっ

たと言える。

2.調査地点の位置付けと今後の課題

これまで、今市集落は益田氏の長門国須佐移封に伴い港町としての性質を変化させていったと考えら

れてきた。しかし、今回の発掘調査では、既往の発掘調査で発見されていた礫敷遺構がさらに広がって

いることが確認され、調査地点一帯が江戸時代前半にかけて舟着場 として使用されていた可含静l■が指摘

される。

近年、新たに発見された「今市村庄屋金山家文書」によると、益田氏須佐移封後も今市集落が近世期

を通じて河川を利用した水運に深 く関わっていたことが知られる。注目される内容として、 18世紀前

半 (第 2四半期頃)には土砂の堆積により水深が浅 くなり、今市集落より下流の「下四反田」に荷揚げ

場が移動したことが挙げられる。調査地一帯を含めて、 17世紀後半から次第に土砂の堆積による今市

集落周辺の陸地化が進み、舟着場の使用が困難になった結果として荷揚げ場の下流域への移転が行われ

たと考えられる。このことは、発掘調査によって得られた礫敷遺構の埋没年代と矛盾せず、舟着場の埋

没後は湿地から水田へと開発が行われていったことが推察される。

中世今市遺跡は、益田川 。高津川河口域に点在した中世の交易・流通に深く関わった沖手遺跡や中須

東原・西原遺跡などの中世港湾遺跡の一つとして、再評価がなされつつある。確認された礫敷遺構は、

中須東原遺跡で発見された礫敷遺構との比較検討に加え、中世から近世に至る港湾の実態を解明する貴

重な資料である。なお、今市川沿いに残る市指定史跡「中世今市船着場」と礫敷遺構との関連性を解明

することは今後の大きな課題 といえる。

参考文献

『九州陶磁の編年一九州近世陶磁学会 10周年記念―』2000 九州近世陶磁学会

『中世今市船着場跡文化財調査報告書』2000 益田市教育委員会
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第 3表 中世今市遺跡出土遺物観察表

挿図
番号

遺物
番号

出上位置
遺構・層位

種 月U 器 種 回 径 器 高 底 径 文様 。調整等 備 考

第

６

図

1

2～ 2″
′
層

造成上

須佐焼 鉢 (捏鉢) 削出高台

須佐焼 鉢 (捏鉢)

在地系陶器 里 (6.0)
外面カンナ削 り

底部碁笥底 石見焼系か

堺・明石 播鉢 スリロ6条 (残存) スリロ摩耗

佐野焼 大甕 内面ハケロ調整

6

4～ 4′層

旧水田耕作

土

在地系陶器 鉢

在地系陶器 鉢 (6.4) 削出高台 石見焼系か

8 須佐焼 皿 (灯明皿) 1.6 (3.0) 底部糸切り 胎土目2箇所残る

9 須佐焼 鉢 (片口) (19,0)

10

11層

礫敷上層

須恵器 坪蓋 (130) 全体的に摩耗

須恵器 甕
内面同心円タタキ痕ナデ消 し

外面格子 ロタタキ
全体的に摩耗

肥前系磁器 碗 (10.0) 口銹

京・信系陶器 碗 色絵

第

７
図

14

礫敷遺構

肥前系磁器 皿 日縁折縁

肥前系陶器 鉢 (大鉢) 内面描き目

16 須佐焼 播鉢 (10,4) 削出高台

肥前系陶器 皿 (14.0) (4.8) 内面蛇ノロ釉剥 銅緑釉

18 肥前系陶器 里 (174) 内面タタキ
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「
今
市
村
庄
屋
金
山
家
文
書
」

の
翻
刻
と
解
説



「
今
市
村
庄
屋
金
山
家
文
書
」

の
翻
刻
と
解
説

中
司
　
健

一

本
文
書
群

は
、
益

田
市
中
須
町
在
住

の
金
山
虎
雄
氏
が
所
蔵
す
る
も

の
で
あ

る
。

金

山
家

は
そ

の
略
譜

（
十

五
号
）

に
よ
る
と
、

江
戸
時
代
初
頭

の
慶
長
年
間
よ
り

江
戸
時
代
を
通
じ

て
、
今
市
村

の
庄
屋
を
務

め
、

下
本
郷
村
や
中
須
村

の
庄
屋
を

兼
ね
る

こ
と
も
あ

つ
た
。

金
山
氏

は
、
中
世
益

田
氏

の
家

臣
に
名
前
が
見
え
、
慶
長
六
年

の
益

田
氏

の
長

門
国
須
佐

へ
の
移
動

の
際

に
益

田
に
残

る

こ
と
を
望

ん
だ

一
族
が
、

そ

の
ま
ま
地

域

の
有

力
者

と

し

て
江
戸
時
代

の
益

田
に
お

い
て
重
要
な
役
職
を
務

め
た
も

の
と

推
測
さ
れ
る
。

本

文
書
群

に
は
、

十
人
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ

る
も

の

一
点
と
、
十
九
世
紀

の

も

の
十
三
点

の
、
庄
屋
と

し
て

の
職
務

に
関
わ

る
と
思
わ
れ
る
文
書

が
あ
り
、

江

戸
時
代
中
～
後
期

の
益

田
お
よ
び
三
隅
地
域
、
特

に
沿
岸
部

の
実
態
解

明
に
重
要

な
諸
事
実
を
伝
え

て
い
る
。

今

回
、
金
山
虎
雄

氏

・
昇
氏

の
ご
厚
意

に
よ
り
、
本
文
書
群

の
紹
介

を
許
さ
れ

た
。
本
文
書
群

の
う
ち
、
特

に
地
域
史

の
解

明
に
資

す

る
と
思
わ

れ
る
も

の
に

つ

い
て
翻
刻

し
、
そ

の
内
容
を
解
説
す
る
。

〈
凡
例
〉

行

の
か
わ
り
目
は
　
」
　

で
、
紙
継
ざ

目
お
よ
び
頁

の
か
わ

り
目

（
十

号

・
十

四
号

・
十
人
号
文
書
）

は
　
』
　

で
、
欠
損
部
分

は
文
字

数
が
わ

か
る

も

の
に

つ
い
て
は
　
国
　

で
、
文
字
数

の
わ

か
ら
な

い
も

の
は

　

［
　
　
］

で
、

下

の
部
分

の
欠
損

は

　

［
　

で
、
上

の
部
分

の
欠
損

は
　
］
　

で
、
文
字

の
抹

消

で
抹

消
さ
れ
た
文
字

が
わ
か
ら
な

い
も

の
は
　

日
　

で
、
抹

消
さ

れ
た

文
字

が
わ
か
る
も

の
に

つ
い
て
は
文
字

の
上

に
　
＝

　
で
、
判
読

不
明
な
字

は

◆
　
で
示
し
た
。

乍
憚
御
願
上

回
上
覚

（
益

田
町

・
中
須
浦

の
川
舟

に

つ
い
て
）

○
竪
継
紙

乍
憚
御
願
上

口
上
覚

営

町
之
儀

は
古
来

よ
り
海
邊

筋
」

馬
次

キ
之
場
所

二
御
定

置
被
為
遊
候

、
」
首

（
渡

世

）

町
少
村

之
儀

二
御
座
候
得

は
、

と
せ

い

二
」
可
仕
家
行
も
無
御
座
候
、
依
夫
浦

手
よ
り
」
益

田
町
江
揚
申
侯
荷
物
、
殿
組
他
と
」
申
荷
揚

ヶ
場
、
先
年
今
市
村

之
内

二
」
御
定

置
被
為
遊
候
、
其

以
後
川
あ
さ
」
く
相
成
、
下
本
郷
村

之
内
高

熊
と
申

所

二
」
御
座
候
、

又
只
今

二
而
は
下
四
□
□
』
と
申

所
、
荷
揚

ヶ
場
御

定

置
被

」
遣

候

段
、
有
難

仕
合

二
奉
存

上
候

、
」

就
夫
浦

手
よ
り
揚

ヶ
申
候
荷

物
、
営
」

町

の
も

の
共
家

業

二
付

ヶ
来

り
申
候

、
」
此
儀

は
益

田
町

。
中

須
浦

二
も
御
存
知
」
侯
事

二
御
座
候
、

正
徳

元
卯
年
益

田
町
よ
り
浦

□
」
上
下
之
荷
物
、
川
舟

之
御

願
有

之
」
由
、
営

町
之
も

の
共
、
右

之
様

子
承

り
、
」
古

来

よ
り
之

か
く
敷
申
立
、
御

願
」

仕
候

得

ハ
、
御
聞
届

ヶ
被
為
遊
、

川
登
」

不
仕
、
右
定

り
し
場
所
江
揚

ケ
候
様
」
手

堅

ク
被
為
仰
付
候
、
此
儀

は
川
』
筋
御
茶
屋
中
様
、
浦

手
□
□
」
御
存
知
之
儀



二
御

座
候

、

一
比
度

中

須
浦
新

法

二
川
舟

フ
作

□
」
荷

物

と
き
申
候

而
、
古

来

よ

り
之

か
く
敷

」

猥
リ

ニ
相
成

、
首

町
之

も

の
共
難

儀

」
仕
候

、
何
卒

先

ン
か
く

之
通
被

為

仰
付

」

被

遣
侯

ハ
ヽ
、
難
有

仕
合

二
奉

存
候

、
」
此

段
偏

二
奉

願
上
候

、

以
上
、

今
市
村

　

〔告

惣

百
性
中

成

四
月
十

五

日

御
庄
屋太

右
衛

門
様

【
解
説
】

こ
の
文
書

は
今
市
村
惣

百
姓
中
が
同
庄
屋

の
太
右
衛
門
に
宛

て
た
も

の
で
あ
る
。

略
譜

（
十

五
号
）

に
よ
る
と
宛
所

に
見
え

る
太
右
衛

門
は
、
金
山
家
第

七
代

に

あ
た
り
、
享
保

四
～
宝
暦

五
年

（
一
七

一
七
～

一
七

工
工
）

に
今
市

の
庄
屋
を
務

め

て
い
る
。
こ
の
間

の
成
年

は
享
保
十
五
年

（
一
七
三
〇
）
お
よ
び
寛
保
二
年

（
一

七
四
二
）

で
あ
る
。

一
箇
条

目

で
は
、
今
市
村
が
古
来

よ
り

「
海
邊
筋

馬
次
キ
之
場
所
」

に
定

め
ら

れ

て
お
り
、

小
さ

い
村

で
あ

る
た
め
渡
世

に
す

る
家
業
も
無

く
、
浦

手
か
ら
益

田

町
ま

で
輸

送
さ

れ

る
荷
物

の
荷
揚

場
と
し

て
、

そ

の
荷
揚
げ

を
行
う

こ
と

で
生
計

を
た

て
て
き
た

こ
と
、

か

つ
て
殿
組
他
が
荷
揚
げ

場
と
さ

れ

て
い
た
が
、
川
が
浅

く
な

つ
た
た
め
に
、

下
本
郷
村
内

の
高
熊

に
替
わ

り
、
さ
ら

に
現
在

は
下
四
反

田

に
変

更

に
な

つ
た

こ
と
、

そ

の
よ
う
な

こ
と
は
益

田
町
や
中
須
浦

の
者

も
知

っ
て

い
る
と
さ
れ

て
い
る
。

二
箇
条

日

で
は
、

そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

正
徳

元
年

（
一
七

一
一
）

に
益

田

町
が
浦

よ
り
上

下

の
荷
物
を
川
舟

で
直
接
輸
送

し
た

い
と
願

い
出
た
。

こ
れ
を
聞

き

つ
け
た
今
市
村

の
人
達

は
先
例

（
「
か
く
敷
し

を
申

し
立

て
、
益

田
町
に
荷
物

を
直
接

川
舟

で
運
ぶ

こ
と
を
禁

止
す

る
よ
う
働

き
か
け
、

こ
の
願

い
は
聞
き
届
け

ら
れ
た
。

三
箇
条

目
で
は
、
新

た

に

こ
の
た
び
中
須
浦
が
川
舟
を
作

り
、
荷
揚
げ

を
は
じ

め
た

の
で
、
や

は
り
先
例

（
「
先

ン
か
く
」

Ｈ
先
格
）

通
り

に
禁

止
す

る
よ
う
願

い
出

て
い
る
。

今
市
村
が
益

田
町

へ
の
荷
物

の
荷
揚
場

に
定

め
ら
れ
、
今
市

の
人

々
が
そ

の
荷

揚
げ

を
家
業

と

し
て
い
た

こ
と
、　
一
方

で
益

田
町
や
中
須
浦

が

こ
れ

に
違

反
し
て

直
接
益

田
や
中
須

で
荷
揚
げ
を
し
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

二
　

一
札

（
中

ノ
嶋
村

・
中
吉

田
村
両
村
境
杭
立
定
書
）
○
竪
継
紙

一
札

○
中
ノ
嶋
村

一
此
度

○
前

後
永

否
為
御
改
、

出
郷
御
役
人
様
方
」
御
越

二
付
、
中

ノ
嶋
村

之
内

出
給

田
畑

・
吉

田
給

田
畑
都
合
」
弐
丁
壱

反
弐
畝
余
歩
之
分
、
先
年
川
成
前
後
」

永
否

二
相
成
侯

所
、
中
吉

田
村

江
地
先
片
寄
、
追

々
新
開
」

田
畑
壱

丁
人
反
前

後
出
来

二
付
、

引
付
場
無

之
候
」

二
付
、
無
拠
此
度

「
出
郷
」
御
役

人
様
方

江

右
之
段
」
申
上
候

所
、
中
吉

田
村
新

開
之
儀
、
御

見
分
之
上
」
御
高

入

二
も
相

成
侯
儀
故
、

飛
地

二
も
難
相
成

、
」
依

而

ハ
中

ノ
嶋
村

地
先
無

之
由
、
尤

二
相

聞
候
」
得
共
、

引
付
場
所
無

之
与
申
儀
難
聞
届
、
何
様
』

川
床
向
中
吉

田
村

川

９
色



〆  一  一  一  
一

 
一

 
一

 一

原
草
付
迄
引
首
、

双
方
」
村

役
人
執
談
之
上
立
会
、
村
境
相
立
、
後

々
」
御
上

御

厄
介
筋

出
来
無

之
様
、
取
計
」

可
然
旨
被
　
仰
付
、
其
段
中
吉

田
村

江
及
」

掛
合
候
所
、

双
方

和
談
程
能
相
調
、
立
会
」
庄
屋

・
両
村
役
人
立
会

二
而
、
村

境

目
途
」
杭
左
之
通
相
立
置
候
、

壱
番
杭
中
吉

田

・
牛
松
村
境
よ
り
見
通
し

二
」
有
之
候
、
是
よ
り

但
此
所
川
横
三
拾
間

弐
番
杭
迄
立
弐
拾
四
間

二
番
杭
迄
立
拾

工
間
　
　
横
弐
拾
壱
間

四
番
杭
迄
立
四
拾
聞
　
　
横
弐
拾

三
間

五
番
杭
迄
立
四
拾
間
　
　
横
弐
拾
弐
間

六
番
杭
迄
立
弐
拾
間
　
　
横
弐
拾
九
間
』

七
番
杭
迄
立
四
拾
間
　
　
横
弐
拾
人
間

人
番
杭
迄
立
四
拾
間
　
　
横
弐
拾
九
間

右
之
通
相
定
申
候
、

中
吉

田
村
桂

次
郎
持
分
御

免
除
藪

向

通
よ

り
、
」

同
村

そ
り
畑

川
原
迄

之
間
、

中

ノ
嶋
村
分
追

々
」
出
張
候

二
付
、
前

々
よ
り
掛
合
有

之
候
得
共
、
中
吉

田
」

村
組
頭
よ
り
同
村
中
川
原
江
渡
り

口
左
右
出
張
候
」

二
付
、
双
方
掛
合

二
相
成
、

訳
立

不
申
候
庭
、
此
度
中
川
原
」
筋
境
相
究
候
、
次
手
以
相
談
双
方
出
張
候
、
」

○
竿
管
少
々
宛

場
所
之
○
伐
払
、
定
杭
打
渡

シ
申
候
、
然

ル
上

は
」
向
後
右
杭

よ
り
少

々

二
而

茂
出
張
候

ハ
ヽ
、

双
方

不
」

及
沙
汰

二
、
勝

手
次
第
伐
払

可
申
侯
、
為
後
年
」

定
書

一
札
依
而
如
作
、

中

ノ

寛
政
十
三
酉
年
　
　
　
　
中
吉

二

月

工Ｖ一〈本

市Ｔ
士山

下ｒ
士
口

中

ノ

【
解
説

】

こ
の
文
書

は
、
寛
政
十
二
年

（
一
人
〇

一
）

に
中

ノ
嶋
村

・
中
吉

田
村

の
境
を

定
め
た
も

の
で
あ

る
。

村
境

が
定

め
ら
れ

る
こ
と

に
な

つ
た
経
緯

は
次

の
よ
う
な

こ
と
と
思
わ
れ

る
。

先
年
永

否

（
荒
廃

地
と
な

っ
た
た
め
、
税
が
免
除
さ

れ
る
土
地

の
こ
と
）

に
な

つ

た
中

ノ
嶋
村

の
土
地
を
中
吉

田
村

が
開
発

し
、
新
開

田
畑
が

で
き

て
い
た
。

中

ノ

嶋
村

の
永

否
を
調

べ
る
た
め
に
、
出
郷

し

て

い
た
浜

田
藩

の
役
人
に
、

こ
れ
を
ど

の
よ
う

に
取

り
扱
う

か
尋
ね
た
と

こ
ろ
、

双
方

の
村
役
人

で
よ
く
相
談

し

て
新

た

つ
０



に
村
境
を
決
め
る
よ
う
指
示
が
あ

っ
た
。
こ
の
た
め
両
村

で
話

し
合

っ
た
と

こ
ろ
、

う
ま
く
ま
と
ま
り
、
立
会
庄
屋
と
両
村
役

人

で
立
ち
会

っ
て
村
境

の
杭
を
立

て
る

こ
と
に
な

つ
た
。

ま
た
両
村
境

に
あ

る
藪

に

つ
い
て
は
、

こ
の
た
び
境
界
を
確
定

し
た

の
で
、
今

後
は
特
に
断

る
こ
と
な
く
伐
採

し
て
よ

い
と
さ
れ
て
い
る
。

今
市
村

の
庄

屋

（
中

須

の
庄
屋
も
兼

ね

る
）
兵
作

は
立
会
庄

屋
と

し

て
こ
の
文

書

に
署
名

し
て
お
り
、

こ
の
た
め
写
が
今
市
村

の
庄

屋
を
代

々
務

め
た
金

山
家

に

伝
わ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

た
だ

し
、
兵
作

は
金
山
家

の
略
譜

（
十

五
号
）

に
は
名

前

が
見
え
な

い
。
熔
譜

に
よ
れ
ば
、
金
山
家
九
代
人
郎
右
衛
門

は
寛
政
九
年

（
一

七
九
七
）

か
ら
文
政
二
年

（
一
人

三
〇
）
ま

で
庄
屋
を
務

め
た
と
さ

れ

る

の
で
、

あ
る

い
は
人
郎
右
衛
門
が
若

い
頃
名
乗

っ
て
い
た
名
前

か
も
し
れ
な

い
。

「
地
先

」
。
「
片
寄

」
。
「
引
付

」
。
「
高

入
」
。
「
飛
地
」
と

い

つ
た
支

配

の
制
度

に

つ
い
て
考
察
す

る
よ

い
事
例
と
思
わ
れ
る
。

〓
一　
乍
恐
奉
願
上
候

口
上
覚

（
堰
留

に
よ
り
難
渋

の
た
め
、
分
水
許
容

願
い
）
○
竪
継
紙

乍
恐
奉
願
上
候

口
上
覚

一
当
所
之
儀
者
先
年
よ
り
多

人
数
住
居
」
仕
候
得
共
、

小
村

二
而
耕
作
之
土
地
無

御
座
候

二
付

」
小
商
内
井

二
諸
荷
物
上

下
運
送
駄
賃
等
」
相
妹
、
渡
世
仕
来
申

候
庭
、
西
川
往
来
」
御
堰
留
被
遊
候

已
後
、
追

々
東
川
水
勢
」
無
御
座
候

二
付
、

右
妹
方
年

々
減

少
仕
、
近
年

二
」
至
候

而
者
、

廻
船
出
入

一
向
相
成

不
申
、
諸

墓 兵 縫 Ξ 余 腎 霜 践 展 写 星 鰹 簿Ξ蜜寅 瘍
十花     寝 名 亀 象 種 案 浸 写 響 蟹 棲 矮 響森と観 甚
百亀   淀副属筏君′
十 巳      段  人  許  事  許  〕

売 共 住 二 遅 御 苦 多 付 候

心 可 御 哉 候 恐 居 付 滞 座 々 有  ｀ 得

配 奉 慈 与 丈 多 仕
｀

相 候 敷 来 追 共

可 存 悲
｀

ヶ
ヒ

候 追 成 段 一 二 々
｀

仕 上 フ 打
ヒ

御 村 々 L｀
統 L L諸

(4)



エ

陽る

（
後
筆

力
）

「
御

渡

十

一
月
廿
」

（
黒
印
）

嘉

四
郎

（
黒
印
）

（
後

筆

力
）

「
片

山
昇
祐

殿
」

御
庄
屋人

郎
右

衛

門
様

御
組
頭助

右

衛

門
様

』

前
書

之

通
願
出

二
御
座

候
、
乍

恐

」
御

聞

添
被

下
置
候
者

、　
一
統

難
有

」
奉
存

候

、

此
段
宜
被
　
仰
上
可
被

下
候
様
」

「
◆
　
　
　
　
金
何
◆
」

右
同
日

「
今
市
長
右
衛
門
」

南
本
茂
右
衛
門
様

岡
本
茂
右
衛
門
様

南
條
賀
大
夫
様

「
金
山
佐
吉
左
御
伴

一
通
り
入
置
申
所

◆
◆
◆
◆

一
日
今
◆
庄
屋
◆
◆
◆
」

○
紙
継
ざ

目
裏
ご

と

に
源
助
と
嘉

四
郎

の
黒
印
が
、
最
後

の
紙
継
ぎ

目
一異
に

の

み
二
人

の
黒
印
に
加
え
、
庄
屋
人
郎
右
衛
門

の
黒
印
が
捺

し
て
あ
る
。

【
解
説
】

こ
の
文
書

は
文
化
六
年

（
一
人
〇
九
）

に
今
市
村

の
人
達
が
浜

田
藩

に
対
し

て

窮
状
を
訴
え
、

そ

の
解
決
策

を
願

い
出
た
も

の
で
あ

る
。

こ
の
文
書

は
、
ま
ず
惣

代
ら
が
片

山
昇
祐

と
今
市
村

の
庄
屋

・
組
頭

に
提
出

し
、
庄
屋

・
組
頭

か
ら
藩

の

役
人
に
提
出
さ
れ
た
。
片

山
昇
祐

・
南

本
茂
右
衛
門

。
岡
本
茂
右
衛

門

・
南

條
賀

大
夫

は
藩

の
役
人
と
思
わ
れ
る
。

今
市
村

は
多

く

の
人

々
が
居
住

し
て
い
た
が
、

小
さ

い
村

で
あ
り
、　
一
号
文
書

に
も
あ

つ
た
よ
う

に
、
益

田
町
な
ど

へ
の
荷
物

の
荷
揚
げ

と
輸
送

を
す

る

こ
と

で

渡
世

し
て

い
た
。

と

こ
ろ
が
西
側

の
川

の
往
来
が
堰
き
止
め
ら
れ
た
た
め
、
東
側

の
川

の
水

の
勢

い
が
な
く
な
り
、
荷
物

の
荷
揚
げ
≧
輸
送

に
よ
る
稼
ぎ
が
減
少
し
、

近
年

は
廻
船

も

一
向

に
寄
ら
な
く
な

り
、
税

の
上
納
も
困
難

に
な

り
、
生
活
が
困

窮

し
、
農
業

も
試

み
た
が
、

そ

の
人

口
を
支
え

る

こ
と

は

で
き
な

い
と
記

し
て
い

る
。

お
そ
ら
く
川

の
水
量
が
減

っ
た
た
め
、

廻
船
が
寄
港

で
き
な
く
な

つ
た

の
だ

　

　

　

⑤

ろ
う
。

こ
の
た
め
、

廻
船

の
寄
港
が

可
能

に
な

る
程
度
、
堰
を
開
け
、
分
水
す

る

こ
と
を
許
可
し
て
ほ
し

い
と
願

い
出
た
も

の
で
あ

る
。

一
号
文
書

と
と
も

に
、
当
時

の
今
市
村

の
人
達

に
と

つ
て
、
益

田
町

へ
の
荷
物

の
荷
揚
げ

と
輸
送
が
主
な
家
業

で
あ

っ
た

こ
と
が
わ

か
る
。
窮
状
を
訴
え
た
文
書

で
は
あ

る
が
、
今
市
村

に
多

く

の
人
が
居
住

し
て

い
た

こ
と
、

お
そ
ら
く

日
本
海

を
往
来
す

る

「
廻
訟
」
が
寄
港

し
て

い
た

こ
と
な
ど
が
わ

か
り
、
当
時

の
今
市
村

が

日
本
海
流
通

の
拠
点
と
し
て
栄
え

て
い
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

四
　
年
恐
奉
御
歎
申
上
候

口
上
覚

（
二
十

ヶ
年

以
内

の
近
村

の
新
規
商
人
停
上

の
願

い
）
○
竪
継
紙

今 偏
庄  市 ニ

音祥
屋
著嬰露

右  衛  上

衛  門 候

門  ⌒  ｀

⌒  黒  以
黒  印  上

印  V  ｀



乍
恐
奉
御
歎
申
上
候

口
上
覚

比
度
　
御

上
様
御
慈
悲

之
思
召

フ
以
、
他
所
」
商

人
井
在

中
新
店
等
義

は
、
市

場
諸
商

人
共
」

之
妨

二
茂

可
相
成

之
間
、
弐
拾

ヶ
年

以
来

之
者

ハ
」
相
止
可
申

与
被

　
仰
出
、　
一
統
難
有

仕
合
奉
」
畏
候
、
御
推
察
被

下
置
候

通
、

元
来
営

」

所
之
義

は
、
諸
売
買
駄
賃
稼
等

二
而
」
渡
世
仕
来
候
庭
、
近
来
久
城

・
下
本
郷

。
』

乙
吉

・
吉

田
邊

二
而
、
油

・
醤

油

・
塩

・
茶

・
注
愛
だ

」
等

至
迄
売
買
仕

侯
仁
、
次
第
数
多

出
」
来
仕
、
誠

二
以
陰

四
エ

ケ
村

フ
引
首
之
場
所
」
柄

二
而
、

諸
色
売
買
仕
来
候
私
共

二
御
座
候
」
得
は
、
近
村
之
内
新
店
多
出
来
仕
候
而
、
」

諸
品
不
捌

二
而
難
渋
仕
候
、
只
今
之
趣

二
而
は
」
絵

之
売
買

二
茂
不
罷
出
候
故
、

（貼

紙

）

誠

二
無

「
商
」
」
売
同
様

二
而
、
扱

々
歎

ヶ
敷
奉
存
候

二
付
、
恐
多
」
御

願

ニ

は
奉
存
候
得
共
、

以
　
御
慈
悲

フ
近
村
」
新
商

人
弐
拾

ヶ
年

以
前

之
通

二
相
成

申
候
様

、
」
御

差
留
被

下
置
候
得

は
、
追

々
営
市
成

立

」

二
茂

可
相
成
申
与
、

一
統
難
有
奉
悦
候
、
乍

」
恐
比
段
宜
被
　
仰

置
被

下
置
候
様
奉
」

願
上
候
、

以

上
、

御
組
頭助

右
衛
門
様

願

前
書

之
通
熱

出
仕
候
、
御
慈
悲

フ
以
願
之
通
」
御
聞
済
被

下
置
侯

ハ
ヽ
難
有
奉
存

侯
、
比
段
」
宜
被
　
仰
上
可
被

下
候
、
以
上
、
』

今
市
組
頭

助
右
衛
門

庄
屋

人
郎
右
衛
門

小
川
庄
右
衛
門
様

田
村
軽
平
次
様

○
第

一
と
第

二
の
紙
継
ぎ

目
一異
に
差
出

の
六
人

の
黒
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

【
解
説

】

こ
の
文
書

は
文
政

二
年

（
一
人

一
九
）

に
今
市
村

の
商

人
達

が
、
久
城

・
下
本

郷

・
乙
吉

・
吉

日
な
ど

の
近
村

に
新
規

の
商

人
が
増
え
た
た
め
、

二
十

ケ
年

以
内

の
近
村

の
新
規

の
商

人
を
や

め
さ

せ
る
よ
う
、
藩

の
役

人
に
願

い
出
た
も

の
で
あ

る
。

い

つ
た
ん
今
市

の
組
頭

に
提
出
さ

れ
、
庄
屋

・
組
頭

か
ら
藩

の
役
人
に
提
出

さ
れ
た
。

今
市
村

に
多

く

の
商

人
が
店

を
構
え

て

い
た

こ
と
、
油

・
醤
油

・
塩

・
茶

・
煙

草
な
ど

の
生
活
用
品

・
嗜
好
品
が
取
り
扱
わ
れ

て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

五
　
差
上
申
證
文
之
事

（
借
銀

に

つ
き
）
○
竪
継
紙

差
上
申
證
文
之
事

一
人
拾
文
銭
弐
百
五
拾
匁
也

文

雷き
四

月

今
市

霧
目
竺
営
誓
匿
垂
會
竺
置
賓
畳
号

衛 郎 郎 衛 郎 衛 墜

門 ⌒ ⌒ 門 ⌒ ⌒
⌒ 黒 黒 ⌒ 黒 黒
黒 印 印 黒 印 印
印

V V印 V V

(6)



右
者
無
檬
差
支

二
付
、
御
頼
申
上
候
得

は
」
御
貯
銀

之
内
御
貸
被

下
、
黍
惟

ニ

受
取
」
申
候
所
相
違
無
御
座
侯
、
御

返
上
之
儀
者
」
来
酉

ノ
十

一
月
十
工
日
限

り
、

元
利
無
滞
」
御
返
済
可
仕
候
、
比
為
質
物
左
之
通
」

一
下

々
畑
四
畝

工
歩
高

四
升
弐
合

右
之
通
書

入
申
候
、
千

一
期

月
及
延
引
」

不
埒
仕
候

ハ
ヽ
、
質
所
受

人
江
引
受
、

尤
」
質
物

不
移
、
現
銭

フ
以
受

人
よ
り
元
卿
無
」
滞
、
急
度
御

返
上

可
仕
候
、
為

後
念
御

組
頭
」
衆
印
形
取
付
、
尚

又
御
庄
屋
之
御
』
奥
印
申
請
、

證
文
差
上
申
所

如
件
、

借
主
中
須
村

藤
左
衛
門

（
黒
印
）

文
政
七
年
　
　
　
　
　
　
受
人
同
村

申
十

一
月
　
　
　
　
　
　
　
徳
二
郎

（
黒
印
）

證
人
組
頭平

治
郎

（
黒
印
）

嶋

田
平
左
衛
門
様

前
書
之
質
所
承
届
候
、
期
月
相
過
候

ハ
ヽ
、
」
奥
印
可
為

反
古
候
、

以
上
、

庄
屋
仮
役彦

左
衛
門

（
黒
印
）

右
同
日

○
紙
継
ぎ

目
裏

に
彦
左
衛
門
と
藤
左
衛
門

の
黒
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

【
解
説
】

本
文
書

は
文
政
八
年

（
一
人

三
四
）

に
、
中
須
村

の
藤
左
衛
門
が
嶋

田
平
左
衛

門
か
ら
借
銀
す

る
際
に
提
出
し
た
証
文

で
あ

る
。

借
銀

に
際

し

て
畑
が
質
物
と
さ

れ

て

い
る
が
、

返
済
が
滞

っ
た
場
合
、
貸

し
主

の
嶋

田
に
畑
が
移

る

の
で
は
な
く
、

ま
ず
受

人
が
質
物

の
畑
を
引
き
受
け
、
貸

し

主

の
鳴

田
に
現
銭

で
元
利

と
も

に
返
済
す

る
と
さ

れ

て
い
る
。

組
頭
平
治
郎
と
庄

屋
仮
役
彦
左
衛
門
は
こ
の
契
約
を
保
証
す
る
た
め
に
捺
印

し
て
い
る
。

こ
の
文
書

は
借
銀

の
返
済
が
無
事
行
わ

れ
た
た
め
、
借
主
ら

の
も
と
に
返
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
文
書
が
金
山
家

に
伝
わ

っ
た
経
緯

は
不
明

で
あ
る
。

工〈
　
添
證
文
之
事

（
某

の
借
銀
返
済

に

つ
き
）
Ｏ
竪
継
紙

添
證
文
之
事

一
貯
銀
御
返
済
残
余
程
銀
辻
御
」
座
候

二
付
、
度

々
御

〆
詰
被
　
仰
付
、
奉
」
畏
、

色

々
心
配
仕
候
得
共
、
調
方
出
来
難
」
仕
依
而
、
御
貸
延
被

下
置
候
様
、
御
歎
」

奉
申
上
候
処
、
以
　
御
憐
愁
御
聞
済
」
被
下
置
、
千

万
難
有
仕
合

二
奉
存
上
候
、
」

依

而
別
紙

證
文
坪
附
帳
相

認
、
奉
」
差
上
候
、
尤
本
證
文

二
而
者
営
暮
限
」
皆

済

可
仕
様
奉
申
上
侯
得
共
、
持
分
」

田
畑
之
内
、
過
半
頼

母
子
懸

り
合

茂
」
御

座
侯

二
付
、
右
拝
借
銀
書

入
質
物
』

少

々
行
届
兼
申
侯
、
依
而
者
来

ル
午
」
年

迄
エ

ケ
年

二
頼
母
子
返
弁
方
相
済

シ
候
」
得
者
、
質

入
田
畑
茂
浮
地

二
相
成
候
、
」

其
外

二
凡
人
○
壱

貫
四
五
百
匁
丈

ケ
之
」
場
所
御
座
候
得

共
、
少

々
趣
茂
御
座

候
」
而
書
出
難
仕
候
、
若
本
人
不
埒
之
」
節

は
、
書
入
場
所
共

二
売
捌
仕
候
而
、
」

質
物
行

足
不
申
候

共
、

元
利
壱
厘
」
茂
無

不
足
、
請

人
よ
り
急
度
御
上
納
」
皆

済
可
仕
候
、
初
而
添
證
文
奉
差
」
上
候
処
如
件
、

文
政
十
三
年
　
　
　
　
　
今
市
庄
屋

寅
関
二
月
　
　
　
　
　
　
　
林
次

（
黒
印
）

請
人
五
人
組

喜
左
衛
門

（
黒
印
）
』

(7)



同

　

同

林

二
郎

（
黒
印
）

同
　
組
頭長

右
衛
門

（
黒
印
）

松
本
多
十
郎
様

山
本
半
之
助
様

○
紙
継
ぎ

目
一異
ご
と
に
差
出

の
四
人

の
黒
印
が
捺
さ
れ

て
い
る
。

【
解
説
】

こ

の
文
書

は
文
政
十
二
年

（
一
人
三
〇
）

に
、
今
市
村

の
庄

屋

・
組
頭
ら

四
名

が
藩

の
役

人

に
提

出

し
た
も

の
で
あ

る
。

「
添

証
文
」

と
冒
頭

に
あ

る
よ
う

に
、

誰

か

の
借
銀
契
約

の
変

更
に
際

し

て
、

そ
れ
を
差

出

の
四
人
が
保
証

し
た
も

の
と

思
わ
れ
る
。
差
出

の

一
人
今
市
庄
屋

の
林
次

は
、
略
譜

（
十

五
号
）

に
文
政
二
年

（
一
人

三
〇
）
年

よ
り
今
市
村

の
庄
屋
を
務

め
た
と
見
え

る
、
金

山
家

十
代

の
林

治

で
あ
る
。

借
主

の
近
済

は
滞

っ
て
い
た
よ
う

で
、
藩

の
役

人
か
ら
返
済
計

画

の
見
直

し
を

求

め
ら
れ
た
よ
う

で
、
契

約
内
容
を
変

更

し
直

し
た
よ
う

で
あ

る
。

そ

の
際
、
質

物

の
田
畑
が
定

め
ら
れ
た
が
、

そ
れ
ら

は
す

で
に
頼

母
子

の
質
物

に
も
な

つ
て
い

た
よ
う

で
あ

る
。
ま
た
、
他

に
も

一
貫
四
五
百
文

ほ
ど

の
価
値

の
場
所
も
あ

っ
た

が
、
な
ん
ら
か

の
事
情

で
質
物
に
で
き
な

か

つ
た
よ
う

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状

況

で
差
出

の
四
人
は
借
主
本

人

の
返
済

が
滞

っ
た
場
合

は
、
請

人

で
あ

る
自
分
た
ち
が
必
ず

元
利
と
も

に
返
済
す

る
と
誓
う

こ
と

で
、
借
銀
契

約

変
更

の
内
容
を
保
証
し
た
も

の
で
あ

る
。

借
銀

の
返
済

は
無
事
行
わ
れ
た
よ
う

で
、

こ
の
証
文
も
返
却
さ

れ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。

七
　
御
巡
見
様
竹
中
彦

八
郎
様
御
合
印
雛

形
○
横
半

（
表
紙
）

天
保
九
戊
成
年
二
月

御
巡
見
様

竹
中
彦
人
郎
様
御
合
印
雛
形

九  定  ⌒      竹  御    ⌒

枚 紋 2⌒ 三 中 巡  1∞
笹 丸 頁 合 冊 彦 見 天 頁 合

之 目 印 之 人 使 保 目 印 同 人

家           人  品    四    健村 林庄

紋           馬   々   月     重代  屋
ヤ           支  雛    下    郎郡 治

配  形    旬

方      写
之

(8)



（
提

灯
絵

図
）

（
４
頁

目
）

持
鎗

黒
敲

太

刀

　

（
鎗
絵

図
）

打

チ

（
鎗
絵
図
）

（
３
買
目
）

高
張
提
灯
丸
之
内
九
枚
笹
合
印
中
之
字

（
晃

灯
絵

図
）

箱
提
灯
紋
合
印
共
前

同
断

餅    石

副
道

具
白

敲
太

刀
打

（
家

紋

）

餅 紺 荷  雀 九 之 紋 地 船 ⌒ 九 丸 定 腰  ⌒  ⌒ マ タ

白 石 印  白 枚 内 丸 紺 印 6枚 ノ 紋 差  黒  5キ ン

地       頁 笹 内  提  塗  頁

⌒             ⌒      目        灯    笠    目

荷             船      
ヤ             絵    V

旗              印                    図

絵             絵             ⌒      ヤ

図              図              提V            V            
灯

絵

図        黒      黒V       
塗      塗

笠

(9)



（
７
頁
目
）

陸
尺
挟
掛
紺
浅
黄
染
分

（
挟
絵
図
）

家
来
鎗
印
金
草

（
鎗
印
絵
図
）
　

石
餅
白

陸
尺
看
板
地
黒

紋
黄

　
　
　
　
（
絵
図
）

（
８
頁
目
）

押
羽
織

地
黒
紋

　

（
羽
織
絵
図
表
）

黄

（
羽
織
絵
図
裏
）

（
９
頁
日
）

中
間

法
被

　

　

（
法
被
絵
図
表
）

地
巻

色
紋

石
餅

　

　

（
法
被
絵

図
裏
）

（
１
０
頁
日
）

侍
火
事

羽
繊
地

　

（
羽
織
絵
図
表
）

結
丸
之

内
九
枚

笹
　

　

　

（
羽
織
絵
図
裏
）

（
１
１
頁
目
）

徒
士
火

事
羽
織

　

（
羽
織
絵
図
表
）

地
黒
紋

石
餅
白

（
羽
繊
絵‐
図
裏
）

（
１
２
頁
目
）

侍
塗
笠
黒

合
印
赤

　

（
塗
笠
絵
図
）

足
軽
中
間

脚
半
黒
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（
脚
半
絵
図
）

（
１
３
頁
目
）

侍

弓
張
丸
．提
灯

紋
合
印
高

張
之
通

　

（
提
灯
絵

図
）

弓
張
提
灯
前
同
断

（
提
灯
絵

図
）

（
１
４
頁

目
）

足
軽
法

被
地
松

棄
色
紋

白

（
法
被
絵
図
表
）

（
法
被
絵
図
裏
）

（
裏
表
級
裏
）

竹
中
彦
六
郎
様

【
解
説
】

こ
の
文
書
は
、
次

の
人
号
文
書
と
と
も
に
、
天
保
九
年

（
一
人
三
人
）

の
幕
府

の
役
人
の
巡
見
に
封
応
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
市

の
庄
屋
で
あ

っ
た
林
治
は
、
大
谷
村

「
代
郡
」
の
健
重
郎
と
と
も
に
、
こ

の
巡
見
使

の

「
人
馬
支

‐
配
方
」

（
荷
物
持
ち

の
人
夫
や
馬
を
差
配
す
る
役
職
と
思

わ
れ
る
）
を
担
当
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
文
書
に
は
巡
見
使
竹
中
彦
人
郎
お
よ
び
そ
の
家
臣
ら

の
家
紋

・
提
灯

。
槍

・
笠

・
船
族

・
羽
織
な
ど

の
様
式
を
挿
絵
入
り
で
記
し
て
い
る
。
応
対
一に
際
し
て

間
違

い
の
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

八
　
御
巡
見
様
御
通
行

二
付
御
案
内
手
控
①
横
半

（
表
紙
）

天
保
九
戊
虜
年

御
巡
兄
様
御
通
行

二
付
　
　
　
　
美
濃
郡
丸
茂
村

御
案
内
手
控

新
宅
嘉
兵
衛

（
中
表
紙
）

天
保
九
戊
戊
年

御
巡
見
様
御
通
行

二
付
　
　
　
　
美
濃
郡
三
隅
組

御
案
内
手
控

丸
茂
村
嘉
兵
衛
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（
１
買
目
）

春
徳
永
高
本

御
打
年
十
人

（
２
買
目
）

御
巡
見
様
御
通
行
之
次
第

松
平
周
防
守
様
御
打
入
よ
り

十
八
年
目

（
貼
り‐
績
、
珠
の
「　
」
部
分
に
貼
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）

「
一
寛
文
六
午
年
初
而
御
通
行

稲
秦
清
左
衛
門
様

市
橋
三
四
郎
様

徳
永
頼
母
様

此
後
十
六
年
ロ

ニ
営
リ

一
天
和
元
酉
年
七
月
十
四
日
濱

田
泊
日
」

「
　
　
　
　
○

諏
防
逢
之
輔
様
野

百
石

一
御
三
殿
様

∞

竹
中
彦
人
糠
　
千
石

Ｏ
Ｏ。
石
川
大
膳
　
様
就
締

石

水
谷
五
郎
兵
衛
様

大
田
専
太
郎
様

鞠
循
麟
哺
減

　
　
大
塚
村
右
衛
門
様

桑
原
勘
大
夫
様

古
川
良
右
衛
門
様

後
藤
源
兵
衛
様

高
木
忠
左
右
衛
門
様

服
部
久
右
衛
門
様

佐
橋
甚
兵
衛
様

此
間
三
拾
年
ロ

ニ
営
り

御
通
行
被
遊
候

一
宝
永
七
寅
七
月
朔
日
三
隅
泊
り

（
３
頁
目
）

関
川
与
兵
衛
様

岩
頑
吉
左
衛
門
様

森
州
六
左
衛
門
様

此
後
人
年
ロ

ニ
営
９

御
通
行

一
享
保
二
百
年
二
月
十
五
日
濱
置
泊
り

松
平
与
左
衛
門
様

落
合
源
右
衛
門
様

り
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遠
藤
源
五
郎
様

比
後
三
捨
年
ロ

ニ
営
り

御
通
行

（貼
り
紙
、
次
の
「　
」
部
分
に
貼
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）

「
一
延
享
三
寅
五
」

「
一
宝
暦
十

一
巳
六
」
月
十
九
日
三
隅
泊
り

小
幡
又
十
郎
様

板
橋
民
部
様

伊
藤
兵
庫
様

（
４
頁
日
）

比
後
十
六
年
ロ

ニ

御
通
行

一
宝
暦
十

一
巳
六
月

阿
部
内
記
様

杉
原
七
十
郎
様

弓
気
多
源
七
郎
様

此
後
十
九
年
ロ

ニ

御
通
行

一
寛
政
元
百
六
月
十
五
日
三
隅
泊
り

石
尾
七
兵
衛
様
弐
千
弐
百
石

花
房
仙
五
郎
様
千
百
石

小
濱
平
太
郎
様
千
百
石

此
後
五
十
年

ロ

ニ

御

通
行

［
頃
”
］

松
平
右
近
衛
様
御
打
入
之
□

（貼
り
紙
、
次
の
「　
」
部
分
に
難
ち
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）

「
一
天
保
九
成
二
月
十
二
日
三
隅
泊
ジ
」

「
一
三
隅
組
御
支
配
耕
蛤
離
幼
一麟

」

（
５
頁
目
）

（
家
紋
）
諏
防
逢
殿
輔
様
千
五
百
石

（家
紋
）
概
輸
兎
濯
様
　
千
石

（
家

紋
）

石
川
大

膳
様

　

七

百
五
拾

石

〆

御

用

人
六

人

諏
（熱
酪
軸
潮
醸帥
様

作
（蝶
剰軸
嶽
衛
酷
様

石
（罹
醸
動
標
帥
際
様

〆

御
給
人
御

目
附
役
兼

る

諏
い

伊 中鈴

藤 由木
恵新 聡
左左 兵

衛衛 衛
門 門様
様 様

(13)



作
〔

（
６
頁

目
）

石〔勒蜘麟齢鞠Ｍ絲

〆

御
供
頭
御
納
戸
役
兼
る

諏
（鵬
榊
緞
覇聯
様

作
（如
酪
榊
佗
勘
様

蠣
（剛
醐
絆
懃
榊
様

〆

〔
姓
〕

御
中
小
性
御
近
習

（
７

ヽ
五
味
鉄
人
様

平
手
権
兵
衛
様

久
米
地
清

四
郎
様

井
上
岩
之
丞
様

益
山
長
次
郎
様

貝
目
）

作「 堤樋 杉
巳 口田
之惣辰

助 左 之

様衛 丞

門様
様

林小 吉 高
富室野 桑
次大新  修
郎蔵治 平
様様郎 様

様

ｒ
長
谷
鎌
蔵
様

石
（囀
聞
孵
期
鶴
様

御
徒
目
附

〔韓
陛
醒
様

御
用

人
御
籠

馬
附
役

六
人
暑
前
不
知

合

(14)



見 折 四濱 此
へ 居 丁 ヨ嶋
ス分 フ リヘ

よキ

り

山専
/J｀ .擦 中那

ノ賀
村郡
但 之
村 内

（
８
頁

目
）

四

郎

壱

丁
目

是

ヨ
リ

ニ
隅
組

折
居
村

三

丁

目

計

水

谷

ハ
タ

コ
水

(15)



ビ
一騨冷
姦
一ヽ誇
基
を
ヘ

一卒
五
Ｔ
　
奪

蛮

一一

′

暴
４
令

（
９
頁
目
）

鍋
石

橋

よ

り

七

丁

目

道

ノ

下

タ

田

ノ
中

ニ

ア
リ

原
井
包

西
村

御
体

よ
り

平
原
村

御
茶

屋

迄壱

里
人

丁

折
居
橋
よ
り

二
十

五
丁

高

百
人
拾
壱

石
三
斗

五
升
七
合

内
　輛絣
砧
痛
堆鼎
紺叫征
合
　脚一雨

一
七

石
人
斗
七
升

六
合

年

々
永

否

一
拾
壱

石
三
斗

五
合

万
用
捨
引

残

百
六
拾

弐

石
壱
斗
七
升

六
合

此
取
米

九
拾
壱

石
七
斗
九
升
弐
合

壱
勺

一
日
米

三
石
四
斗
弐
升
弐
合

七
勺

四

　

弐

一  斗

畑 田 代
中

上 十

中 人

一浮 一小 一生

拾役 百物 夫高

九銀 弐成 米百

墾  憾

銀

議落

勺
口

道

ョ
リ

南
向

キ

七

丁
ロ

ニ

飯

ノ
山

是

迄
折
居
村

十

五
丁
目

是

ヨ
リ

平
原
村

壱

丁
目

(16)



観

頭
箪
増

奉
な

れ

４

ミ

狙
■
７
Λ
猫
…
肛
ヽ

４什
Й
軽
柔

一●

驚
ｒ
式
一

鉱
Ｔ
る
コ
リ

良
嵐
出
垂

一卒
ミ
Ｔ

辞

（
１
０
頁

目
）

那
賀

郡
之
内

下
ノ
村
但
村
内
道
法
十
五
丁

茶

や

周
布平

原
村
庄

屋
茂
左
衛

門

平
原
坑

よ
り

大
麻

山
道

丁
石
迄

人

丁
目

大
麻

山
道

平
原
村

送

り
場

御

殿

バ  下

往

二 御 平 橋 折

十 休 原 よ居
五 迄  り村

丁

三 二 此

十 王 丁

二 門 石

丁 迄 ヨ

也  ジ

此
所

ヨ
リ
東

ニ

営

り

失
喰

丸

見

ヘ
ル
津
和

野

井

ノ
村

ノ
内

鋳∫

家

数

五

十

六

軒

人

高

弐

百

人

拾

九

人

内

男

医

師

　

　

　

士悟
人

盲

僧

　

　

　

士電
人

百
性

百

三
拾

五

人

〆
百

三

拾

七

人

女

医

師

家

内

　

士名
人

百

性

家

内

百

四
拾

人

人

〆
百
五
拾

弐

人

一
寺
大
摩
山
別
当

尊
勝
寺

寺
領
三
拾

石
也

但
室
谷
村
之
内
也

７
‘



一寓

臭

一れイ
守
１
ふ

ヱ
ｒ
入
な

す
卵
奮
チ
ｔ

十
一ｆ
”

（
１
１
頁

目
）

二御 石 ヨ御 峠 右

十休 田 ジ茶  雀
四迄 小  屋  ヶ

丁  川

右

御

茶

や

よ

り

西
南

ニ

営

り

岡

見

茶

臼

山

見

ヘ

申

候
イ

サ

イ

ハ

岡

見

二
而

見

エ
ル

右

同
所
よ
り

南

二
首

ル

平
原
山
卜
言

立
置
リ

ニ
丈

五
尺
廻
リ

是

よ

り

岡

崎

村

壱

丁

目

イ 此 十
ツ松 一

キ三 丁

本 目

十 平 是
五 原 迄

丁 村

目

(18)



承
彦
勢
Ｌ

ィ
れ
ム
密
基
警
一ゑ
洪
寸
み
す

・凸

こ落
脅
基
続

汁

ヽ
キ
壮
Å

サ
側
「

一　
み
士
乱
公
九
立
ポ
出
一

一雰
壌
丞
嵐
幹
幸
点

（
１
２
頁

目
）

那
賀

郡
之
内

岡
崎
村
庄
屋

上

ノ
村

但
村
内
道

法

三
拾

丁
四
十
間

子
落

之

小
川
橋

湊
往
来

町

ヨ
リ
南

首

り

一
一
ノ
宮

大

神

宮

社

領

高

弐

石
前

高

五
百
三
拾
壱

石
弐
斗

五
升
壱
合

内蒔『騨鞘洋薄【碧禅升峙講

一
弐
拾
壱

石
三
斗

五
升

七
合

年

々
永

否

一
百
弐
拾

石
五
斗

四
升
弐
合

万
用
捨

残

三
百
人
拾

九

石
三
斗

五
升
弐
合

免
六
ツ
七
歩
弐
厘

此
取
米

弐

百
六
拾
壱

石
六
斗

四
升

五

一
日
米
九

石
壱

斗

五
升

人
合

拾

七

匁

た

分

二
厘

浮
役
銀

一
人

拾

五
匁

九

分

↓

噸

封

剤

計

三
　

中 十

一

火

九

　

七

　

五

一
屋

舗

人

ツ
定

一生

夫高

米五

人百

石九

霊写

を宮
一 下

半 々 六

― /1ヽ

三物

百成

大銀

迄 上 此茶

市御 屋

宿 休

よ

り

倉

助

十

七

丁

目

石

田御

休

十

三

丁

四

十

間

橋土イキ召テ タ ゴ カ

バ  下

来  往

大 神

小 明元 よ
たLネ申  り

(19)



ヨ

ー

磐

藉

及
真

霰

す

ぶ
一

往
彦

為

疑

柱
学

弯

べ

ｐ

（
１
３
頁

目
）

禅

宗永
福
寺

無
寺
領

正
楽
寺

専

正
寺

昔具
一言［
を示

正
法
寺

寺
領

三
石

是

ヨ
リ

向
う

田
村

壱

丁
目

ヽ
ゑ
奪
八
争
彦
韓

展

鶏

撤

４�
み強
め
鍵
監

一や
握

ミ

一郎
一也

ゑ

で譲

同 同 真

浄 宗

蓮
寺

人
高

九

百
弐

拾

六

人

但

四

百

七

拾

人

　

町

人

内
社
家
内
　

　

一二
人

寺
家
内
　
　
拾
壱

人

虚
無
僧
家
内

壱

人

百
性
家
内四

百
十
人
人

〆
四
百
四
拾

人

人

〆
右

之
辻

一
家
数
弐

百
四
拾

四
軒

内

百
三
拾
弐
軒

　
上
市

町

一
寺

五

ケ
寺

一
社
弐
社

一
御
高
札

場
壱

ヶ
所

一
牛

四
拾

七

疋

一
馬

四
疋

女
缶百 寺虚 盲 医社 僧

百性 内無 人 師
七 四 僧
拾 百

人 四

人 拾 拾 壱 壱 弐 弐 拾
六 弐 人 人 人 人 四

人 人     人

寺 正 真

領 法 言
二三 寺 宗
王石

P日

城
主

三
隅

入
道

と
申
伝
候

町
人
家

三

丁
有

御
制
札

所

是
迄

岡
崎
村

二
十

丁
四
十
間

城高
 象 山尾

金

(20)



蜜

拿

疫

ェ
島

東

Ч

藤

争

↑

主
続

基

基

守

郎
．議
欝
継
一

ぺ
家
奪
箸
然
ぞ
碁
θ

懇
給
警
露
併
一儀

ヤ
筆
て氏
↓
盗
ｔ・‐筆、

（
１

４
頁

目
）

那

賀

郡

之

内

向

う

田
村

庄

屋

上

々
ノ
村

但
村
内
道

法

十

五

丁
十

六
間

天

神 社

社 領

壱

石

今七上菫
定

五 中 十

下

半
々 六

二 田七

本 原 丁

松 ノ ロ

合弄
四
△

無 境 洞

寺 内 明

領 除 寺

也 地

見極 此
へ 楽 所
ル 寺 ヨ

リ

高

三
百
九
拾

六

石
人
斗

三
合

内
圧価耕
隣
垣
工斜
脚詔
人合
脚諦

一
七

石
六
斗
六
升
九
合年

々
永

否

一
七
拾

六

石
七
升

六
合万

用
捨

残

三
百
拾

三

石
五
升
七
合

免

六

ツ
人
歩

人
厘

此
取
米

弐

百
拾

五
石
三
斗
人
升

三
合

一
日
米

七

石
五
斗

三
升

三
合

一
家
数

百
五
拾

九
軒

一  一  斗  一浮 一小 一生

ヤ 畑 田 代  百役 弐物 夫高

¥九 芳 其  
弐

怒

銀

買禁 交吾

善

二
郎

上
市

宿
場

ヨ

・．ノ

古

市

高

下

御

休

迄二
十

七

丁

(21)



（
１

５
頁

目
）

人
高

七
百
弐
拾

七

人

内

男

僧

　
　
　
　
弐

人

医
師

　
　
　
弐

人

百
性
三
百
七
拾
弐
人

寺
内
　
　
　
一二
人

三
百
七
拾

九
人

百
性
家
内

三
百
四
拾
弐

人

寺
内
家
内

　

五
人

盲
女

　
　
　
士電
人

〆
三
百
四
拾

人
人

〆
右
之
辻

一
寺

弐

ケ
寺

内
禅
洞
明
寺
　
寺
領
無

〆
真
宗
帥
勅
軸
聯
翔
脚

也

牛
六
拾
弐
疋

馬
壱
疋

女 〆千養 坂大天 社

笑籍圭霜習内チ
明  子    所

ネ申

無 社
々 々 々社 田

領 壱

石

一旦（碁不

極
楽
寺

是
迄

向
う

田
村

十

五
丁

十

六
間

タ
ブ

ノ
峠

是

よ

り

古
市
場
村

壱

丁
目

(22)



Ｍ
４
弔
塗
離
ミ
必
岳
約
＃
な
生

´ヽ
な■

静
”詮

」“ふ工す６）生″撥苧蛉一弁Ｔヾ
よ４〈Ｔ

途医附イＡＸガ盈ｒ

湊

浦

一局
拾

六

石

七
斗
人
升
人
合

免

七

ツ
九

歩

一二
厘

尤

畑

高

計

人
家

百

六

拾

三

軒

|ゝ

,

（
１

６
頁

目
）

町

内 旦
ハ

四 百

百 六

三 石

拾 七

三 斗

石 壱

革交写

上那
ノ賀
村郡
但 之
村 内

間

升

人
田
高

百
七
拾
弐

石
九
斗

九
升

六
合

畑
高

一
六
拾
壱

石
五
斗
弐

升
六
合

年

々
永

否

一
百
七
拾

五
石
人
斗
三
升

五
合

万
用
捨

残

三
百
六
拾

九

石
三
斗

五
升

三
合

免

七

ツ
三
歩

五
リ

此

取
米

弐

百
七
拾
壱

石
四
斗
七
升

四
合

口

米

ブL

石

工

斗

弐

合

一生

夫高

米五

九百

三:

A昇
口升
ノ(
△

小
物
成
銀

一
三

百

九

拾

弐

匁

五

分

三

厘

浮
役
銀

一
五
拾

弐

匁

四

分

壱

厘

↓

噸

封

翔

計

三
　

中 十

二
軋
加

下

な

火

九

七

五

〓
三

半

一
屋

舗

人

ツ

斎
藤

廣
吉

一局
下

峠

よ

り

北

二
首

湊

浦
人
家

見

ゆ

る

比

所

よ

り

針

茂

嶋

見

へ
る

(23)

峠 下 高



ふ
う
ム
穏
猟
静
代

１

ぽ
　
歩
へ

箸
鵞

紆

で

拳轄
．一斜
鑢

ハふ

一ど
０

道
な

ｒ
友
彙

■
浄
女

子
＼

ワ
オ

ロ
コ々

一
躍
テ

一丁

（
１

７
頁

目
）

人
幡
社

権
現
社

大
明
神

宜
全
言
心不

安
恒
寺

寺
領

三
石

宣
α
ボ妙

光

寺

同
蓮

光

寺

百
性
家
内

四
百
人
人

〆
右

之
辻

一
寺

三

ケ
寺

一
社

三
社

一
漁
船
弐
拾

人
艘

牛
七
拾

四

疋

馬
六

疋

家

数

百
七
拾

七
軒

人
高

人
百
四
拾

四
人

上

市

一局
下

峠

休

ヘ

二
十

七

丁

此
御
体

よ
り

岡
見
村

焼
辻

堂
御
休

ヘ

二
十
二
丁

是
迄

古
市

場

村十

丁
廿
四
間

是

よ
り

岡
見
村

壱

丁
目

女
〆    男

四 百 医 僧

百 性    内

三 四

拾 百

六 廿

人 七 壱 人

人 人 人

テ タ ゴカ

(24)



姦

籍

軽

待

ぎ
摯
一一一隷

（
１

８

頁

目

）

須
津
浦

ニ

妙
見
社

無
社
領

焼

辻
堂

御
体

よ
り

西

下
リ

ニ

宮

ケ
迫

山

二

十

三

丁

目

道
よ
り
北
向
イ

ニ
営

リ

イ

カ

リ

山

中那
ノ賀
村 郡
但 之
村 内

三暑
写豊
ノ(

間

高

六

百
拾

四

石
人
斗
六
升

内

癌
術
謝

和
銘

林
到
姫
升

　
脚
講

一
拾

四
石
三
斗
九
升
弐
合

年

々
永

否

一
七
拾
壱

石
壱

斗
九
升万

用
捨

残

五
百
弐
拾

九

石
弐
斗
七
升

人
合

免

六

ツ
五
歩

七
厘

此
取
米

百
四
拾

七

石
九
斗
七
合

一
日
米
拾
弐

石
人
升

人
合

浮
役
銀

一
百
目
五
分
弐
厘

一小 一生

四物 夫高

百成 米五

弐銀 拾百

を 三:
屋 容早

ノヽ

升

弐

合

鵬

上亡
一

火

　
五

一
屋
舗

人

一
家
数

三
百
六
拾

六
軒

四
中 十

弐
下 人

下

壱 々
五

熊

太

郎

三
浦

万
平

人

幡

宮社

領

五

石

此

所

ヨ
ヅ

束

二
普
田
ジ

茶

臼
山

見

へ
申
候

テ タ ゴカ

バ  下

来  往

ヤ 茶

(25)



（
１

９
頁

目
）

真

宗角

専

寺

同

西

蓮

寺

十馬 土同
十三橋 田所
人丁迄村 ヨ

間  境 ヅ

十迄御 よ堂右
廿人 茶 り御 焼
ノ(丁  屋 土休辻
間    田

村

人
高

千

五

百

七
拾

人

内

男

六
人

二
人

壱

人

七

百
九
拾

人

一二
人

壱

人

四
人

医
家
内
　
　
壱
人

百
性
家
内

七
百
五
拾

四
人

社
家
内
　

　

一ハ
人

〆
七

百
六
拾

六

人

〆
右

之
辻

一
寺
弐

ケ
寺

一
社
弐
社

一
漁
船
弐
拾

三
艘

女 〆

人盲寺百医社僧
百人  性

馬牛
ノ(

壱拾
疋六

疋

美是
壱 土濃 ヨ

目丁村 田郡 リ

廿壱 岡那是
人里見賀迄
間 村郡

(20



ネ

事

森

・
密【つ

翔
牲

〔祭
傘
併

〓
努
ユふ
，

奉

姦

ゑ
み
肇

ｆ

”，ヽ
Ｆヽ」″　ゝ
，Ｉ，　ヽ

堀
健

苺坪

（
２
０
頁

目
）

美
濃

郡
之
内
土

田
村
庄

屋

中

ノ
村
但
村
内
道
法
十
四
丁
三
十
間

青

浦

山

高
弐

百
五
石
壱
斗
九
升

三
合

内
価
勤甜
焼
Ｍ判
料
乳釧
　
脚誌

一
四

石

七

升

壱

合

残

百
六
拾

三

石
人
斗
人
升

四
合

免

六

ツ

一
歩

五
ヅ

比
取
米

一
百

石
七
斗
人
升
九
合

一
口
米

三

石
五
斗
弐
升

七
合

六
勺

層
け

一
屋
舗
人

斗 一浮 一小 一生

代 四役 百物 夫高

拾銀 四成 米弐

六  拾銀 三百

匁  四 石壱

人 匁 四至

電

勺

石

弐

斗

万 三 年

用 升 々

捨 人 永

合 否

十

ノ(

五

四
中

下

~下

士 々
τ 寺

戸

次

郎

人

迄原 茶 馬 村
三御 屋 橋 境

丁休 ケ よ

り

見 大 金 東 此 見 青 高 二 此
へ 将 山 二所 へ 浦 嶋 ツ所

ル 山村 営 ヨ申 山  山 ヨ

(27)

リ ジ候



翠電昆嗚

塗

狩

一↑ｏ

」
ふ
盈

（
２

１
頁

目
）

右

高

鳴

湊

村

之
内

長

サ

十

丁

横

三

丁

家

数

五
軒

人

高

十

人

人

内
（
翔

十

鏡

以

〆漁

船

一
般

湊

よ

り

三

里

フ

キ

濱

ニ

宝
珠
庵

寺
領
壱

石

一
家

数

人

拾

四
軒

一
人
高

三

百

人
拾

五

人

内

男
寺
内
家
内

　

四
人

百
姓
家
内

百
七
拾

二
人

〆
百
七
十
七

人

右

之
辻

一
寺
弐

ケ
寺

但
壱

ヶ
寺
庵

一
社
壱
社

一
漁
船
拾
艘

一
牛

五
拾

疋

一
馬
壱

疋

向

７
誌
‐，寸
」

奪

審

そ

役
基
争
夢
か
鞠

婁
顎
波
勢
識

簿

ユ

酷

ず
上

ｉ
ｒ
ホ

凸
導
塞
私

ｎ
Ａ
〈
亀

滲
瀬
議
盤

一財
焼
解
一ド

，Ｉ
■
一灯
■
■
一

見 イ 堂
ユ セ ノ

ル 均烏峠

也  よ

り

不 皆 社 人 同

申 往 領 幡

候 来 壱 宮
へ 石

拾

人 六 四

人 人 人

鎌

手
よ
り

南

二
営

リ

宣
（
をボ

西
楽
寺

見

ヘ
ル

是
迄

土

田
村

十

四
丁

二
十
間

是
よ
り
西

平
原
村

壱

丁
目

餘

盤

手嘉:彗廿

(28)



秘
紗
手

一で
歩キ

′ヽ
，
　

，

象
盈

干

４

稀翻Ｔ早瀞熟欺

名

所

古

跡
ナ

シ
（
２

２
頁

目
）

美

濃

郡

之

内

西

平

原

村

庄

屋

下

ノ
村

但
村

内
道

法
弐

丁
廿

三
間

一
弐

拾

石

高
弐

百
九

石
六
斗
壱
升
弐
合

内
輛
糾
謝
秘
節粘
劃
翔
時
合
脚一雨

一
七

石

六

斗

九

合

　

　

年

々
永

否

万
用

捨

引

残

百

人

拾

弐

石

○

〇

三
合

免

四

ツ
六

歩

此

取

米

人

拾

三

石

七

斗

弐

升

壱

合

一
日
米

弐

石
九

斗

三

升

生
高
弐

百
弐

石
○
〇
三
合

一
夫

米

三

石

四

斗

三

升

四

合

壱

勺

小
物
成
銀

一
百

四
拾

五
匁

四
分

四

リ

浮

役
銀

一
三
拾

弐

匁

壱

分

↓

噸

封

在

封

．　

中

九

下

十
七

Ｆ
亀

火

七

　

五

　

一二
　

一
半

壱

一
ヤ

シ
キ

人

ツ

一
家

数

九

十

五
軒

一
人
高

四

百

四
拾

二

人

内

鉄
左
衛
門

間五 十 境 木 益 よ御 土

ナ 十 三 迄 部 田 り茶 田

り三 丁  村 組  屋 村

(29)



（
２
３
頁

目
）

幕
離
手
」

坂

辻

峠

是

ヨ
ン

益

田
径

木
部
村

二平三是

丁原 隅迄
廿村 径

目間三

医
師

　
　
　
士τ
人

百
性
弐

百
三
拾

弐

人

〆
弐

百
三
拾

二
人

女

医
師
家
内

壱

人

百
姓
家
内

弐

百
九
人

〆
弐

百
拾

人

右

之
辻

社
但大

生経羅

全
領雇

(30)



（
２
４
頁

目
）

三
隅
組
辻
蛾
姑
樋
膨
卿
之
内

熊
ノ
山
村
湊
村

惣
高
人
千
七
百
九
拾
石
人
升
弐
合

内

四
百
三
拾

五

石
弐

斗

三
升
九
合

年

々
永

否

千
弐

百
三
拾

六

石
七
斗

三
升
九
合

萬

用
捨

残
七

千

七
拾

人

石
壱
升
人
合

比
取
米

四
千
九

百

五
拾

五

石
六
斗

四
升

七
合

但

見
取

米

場
所

年

貢

入
共

ニ

一
口
米

百
七
拾

三
石
壱

斗

三
升

五
合

七
勺

生
高
八
千
弐
百
九
拾
六
石
五
斗
三
升
人
合

一
夫
米

百
四
拾

壱

石
四
升
壱
合

小
物
成
銀

一
五
貫
九

百
七
拾

三
匁

三
分

（
２

５
頁

目
）

浮
役
銀

一
壱

貫
弐

百
人
拾

目
六
分

六
厘

浜
役
銀

一
壱

貫

四
百
本
匁

四
分

九
厘

一
家
数

三
千

人

百
四
拾

九
軒

一
人
高
壱

万
三
千

四

百
六

人

内

僧
九
拾

九

人

〔期
批
苦
酔
雨
症
幡
崩
以

〆 ⌒  社 〆 r 、 寺 〆

拾拾  三   弐 弐 拾  三
ケ拾 壱 拾

社 社 内壱   寺 壱 ケ内 四
ヶ 寺  ヶ

寺 六 寺 寺

拾領
庵 無 三 高
同寺石

断領 弐
之斗

分 人

升
四

合

拾

壱
社

ノ(三

（
２
６
頁
目
）

一
御
制
札
場
弐

ヶ
所

一
廻
船
弐
捨
小
艘

内
〔辮柳艘　効鞭軸村

〆
一
漁
船

百
弐
拾
弐
艘

〆 r 、

宮   g

ケ  ケ

所  所 内

み  岡
な 上崎
と市村
二町 之

有 二内

有

拾拾 弐 弐 弐 弐 五

弐宅全ヨ父艘内
艘腰 艘艘艘艘

上同み西 闘古折
田所 な河 見市居
村川 と内村 場村

松 村  村

社
領
三
拾
人
石
九
斗
七
合

無
社
領
な
り

(31)



r 、 遠  2
同那 御  見  8
郡 賀 城  番  頁
之 郡 下 内所  目
内趣 外  三― V

古 野 ノ ケ

市 浦 浦  所
場 ニ ニ

壱 壱 壱

ケ ケ ケ

所 所 所

〆

―

 御
鉢 高 岡瀧 鹿 嵯  立

茂 城 ケ平子 峨  山
山山城 山谷谷 内六

山  山 山  ケ

所

〆 r ヽ  高
漁 人 家  嶋

船 高 数 但
壱 拾 五横 長

腰 ノ(軒 サ
人  三 拾
内  丁 丁湊

女 男    之
七拾    内
人 壱

人

〆 r ヽ 古  2
針 茶  高  城  7
藻 臼 城  跡  頁
山 山  山 内三  目

所  V

岡
崎
対
之
内

上
市

二
有

岡
見
村
之
内

古
市
場
村
之
内

名
所
壱
ヶ
所
・　
室
谷
村
之
内

高
間
山
　
大
麻
山
と
も
申
候

都
茂
村
之
内

河
内
村
之
肉

丸
茂
村
之
内

室
谷
村
之
内

岡
崎
村
之
内

古
市
場
村
之
内

一 一 一 石 ⌒
〆

―
御 土 所 場 2 御

辻 新紺  城  手  城  濱  9 左  尋
此  屋 下 御 山 ノ 頁 之 之

蜜 Hr町
町内簑 翼 亀 雫 こ 湯 姿

町 原袴片  ノ( 向 山       御
横   物庭  町  キ  と       受
町 町町町      申       答
不          侯
記   FHゑ

辻美|

町す
町

〆御
朱
印
寺
社
楼
醸
螂
椛
触
村

瀧
蔵
権
現
社
六
拾
石
御
座
侯

銅
山
壱
ケ
所
　
都
茂
村

二
有

当
時
休
山
仕
候

一
牛
千
五
百
弐
拾

四
疋

一
馬
人
拾
七
疋

是

よ
り

(32)



札

ハ
銀
通
用

二
御
座
候

御
高
札
写
之
儀

ハ
御
地
頭
様

役
人

へ
申
入
候

陣
屋
領
内

二
御
座
な
く
候

浦
方
出
入
荷
物
歩

一
之
儀

ハ
」
其
手
之
役
人

へ
相
尋
申
上
候

村

々
検

見
取

二
候
哉

二
御

尋
候

ハ
ヽ
、
」
定
先

二
而
前

々
検

見
引

十

ヶ
年
」
平

均

フ
以
、
御

用
捨
高
上

下
候
、
是

フ
」
春
定
御
用
捨

と
言
伝
候
、
然

レ
共
」

不

作

之
節

ハ
御

願
申
上
候
得
者
、
御

見
分
」
之
上
、
右
御
用
捨
高
其
外
御
引
方

」

被

下
候
趣

二
可
申
候

（
３
０
頁
目
）

薪
銀
之
儀

ハ
根
本
不
奉
存
侯

夫

口
米
之
儀
も
根
本
不
奉
存
候

御
年
貢
米
御
城

下
よ
り
遠
方

ハ
」
年

々
相
場

フ
以
銀
納

二
被
仰
付
候

紙
之
儀

ハ
上
納
仕
事
候
得
者
、
御
珀
求

御
地
頭
様
よ
り
代
米
御
年
貢

へ
」
御
立
被

下
、

百
性
共
勝
手
宜
御
座
候

道
筋
宿
場
休
等

ハ

御
地
頭
様
よ
り
條
露
料
被

下
置
候

新

田
新
開
無
御
座
候

鷹
巣
懸

ヶ
候
所
無
御
座
候

村

々
百
性

共
鉄
飽

ハ
所
持

不
仕
候
、
」
鹿

お
と

し
と

し

て
御

か
し
被

下
、

秋

か

り
」
之
上
仕
侯
得
者
、
御

返
上
仕
候

道
橋
普
請
之
儀

ハ
在
夫
共

へ
」
被
仰
付
、
相
応
之
扶
持
米
被

下
候

金
銀
錫
鉱
山
無
御
座
候

鉄
山
通
筋

二
無
御
座
候
、
比
畑
」
農
業
之
障

り
故
、
休
山
仕
居
候

（
邑

智

力
）

石
見
名
物

ハ
長
濱
椀

二
お
ふ
ち
」
剣

二
御
座
侯

（
３
１
頁
目
）

小
鉄
山

ハ
山

々
見
立

フ
以
、
水
を
」
取
、
砂
鉄

フ
洗
取
申
候

宗
門
御
改
之
儀

ハ
春
秋
両
度
」
御
座
故
、
う
ろ
ん
之
者
無
御
座
候

百
性

之
内
飢

人
壱

人
も
無
御

座
侯

、
」
凶
年

之
節

ハ
御

地
頭
様

ョ
リ
」
米
麦
塩

等
被
仰
付
、
御
救
御
座
候

百
性
之
内
浪
人
者
無
御
座
候

預
り
人
壱

人
も
無
御
座
候

御
仕
置
之
儀

ハ
万
事

御
憐
愁
厚
、　
一
統
難
有
存
奉
侯

一
差

出

シ
米

之
儀
、
先

々
よ

り
訳
御
座
候

而
」
差

出
候

趣

承
及
申
候
得

共
、
」
細

々
不
奉
存
候

一
御
領
内

二
関
所
無
御
座
侯

一
人
足
賃

ハ
壱
里
十
六
文
定

一
駄
賃
壱
里
三
拾
弐
文
定

御
領
内

一
惣
村
数
高
等
之
儀

ハ
委
敷

不
奉
存
候

（
３
２
頁
目
）

道
法
之
事

(33)



一折
居
村
橋
よ
り
（徹
跡
引
輯
嘘

一同
所
橋
よ
り
　
（却
斬
勤
球
粧
嘘

一同
村
同
所
よ
り
（瑚
価
酎
勅
嘘

一同
村
同
所
よ
り
（隔
榊
掛
刊
柳
味
ャ
迄

一
同
村
同
所
よ
り

（
祉
野
鮪
嶋
碇

四
拾
問

一
同
村
同
所
よ
り
木
部
境
迄

胡
称

原
村
境
よ
り

（
離
拗
蝶
僻
什
灯
劉
十

一
間

一同
村
同
所
よ
り
（悧
軸
甜
競
嘘

］
村
同
所
よ
り
（第
御枠
剌
脚
嚇
ャ
迄

四

］
村
同
所
よ
り
（祉
節
姉
聘
唯
拾
間

二
王
門
迄

　
　
迄

］

□
麻

山

丁
石
よ

り
弐
拾

弐

丁
な

り

（
３
３
頁

目
）

］
□
村
境
よ
り
（打
悧
引
制
蜘
茶
ヤ
迄

］
村
同
所
よ
り
（牌
神
神
膨
十ま
間で

二
十

丁

］
村
同
所
よ
り
（勤
約
剤
輯
噺
柱
間

］
村
上
市
よ
り
（輛
御
鰤
酢
捷
り

回
同
村
同
所
よ
り
（綱
凱
拙
暁
群
なへり

一
同
村

同
所

よ
り

（
祉

釧
勃

赫
難

碇

十
人

間

一向
う
田村
境
よ
り　（村
�
彬
＝
紡
随

一同
村
同
所
よ
り
（姉
耳
剤
林
粒
間

同
村

同
所
よ
り

（
軸
毀
畔
椛

丁
十
六
間

同
村
同
所
よ
り

（
一
卿
剤
紳
嘩

丁
四
十
間

同
村
同
所
よ
り
（林
謝
功
嘘
捏
到
間

３
４
頁

目
）

古
市

場
村

境

よ

り

（
高

下
御

休
迄

十

丁
な

り

同村
同
所
よ
り
（却
樹
割
酢
能
四
間

同
村
同
所
よ
り
（祉
州
抑
球
藤
舵
間

岡
見村
境
よ
り
（動
村
卦
鞠
跡
迄

同村
同
所
よ
り
（批
卿
勤
琳
能
人
間

同
村
同
所
よ
り

（
林
嘲
＝
却
磁
墟

十
壱
間

］

田
村
境
よ
り

（
却
動
御
休
迄

］
村
同
所
よ
り
（押
噺
輯
並
十
間

］
村
同
所
よ
り

（
林
却
引
勅

十へ
三
聞

３
５
頁
目
）

］
木
部
境
迄弐

り
九

丁
四
十

一
間

益

田
組

］
組
西
村
境
よ
り

木
都
境
迄

益 津
口 口 口 口

田 田津 市 三 濱
口

迄 御 田御 隅 田 三

休 御 泊 御 御 里

よ休 り宿 城 三

り迄 よ 迄 下 十

り  よ 四

り  丁
四

壱 二 五 十

里 里 里 一

拾 十 十 間
九  丁  九

丁  十  丁

七  十

間  六

聞
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一
津．益
櫛
蜘
脚
よ
り

自
上
村

一僻
蜘螂
噸
益
田
ヘ

一簿
畑
へょり

一筆
畑
へょり松
江

一鎖
州
へょり廣
鳴
ヘ

一離
榔
難
へり

（
３
６
買
目
）

一銅
蛹
へょり

運
上

も

の
覚

へ
四
里
九
丁

拾
三
り
十
五
丁

拾

三
里
里
ほ
ど

二
十
弐
り

廿
エ
リ

十
人
里

十
人

里

〆
一
浮
役

銀

之
事

酒
場
　
五
浮
球

木
引

隠

浮
本
石
之
事

］
壱
本
六
合
　
桑
壱
本
三
合

］
壱
株
二
合
　
椿
壱
株
壱
合

五     石 一

去套酢 
薪す核

匁 人  七 銀
⌒ ■  匁 鉄匁 之

VAk釣±   穴 事役役
を   百
分
 ら い
ハ 濱川 紙
し―役役 訟

月

か弐

じ
e
り
五

毛
道

上
壱
匁
七
分
弐
り

中
壱
匁
四
分
弐
り

下
壱
匁
弐
分
弐
り

工
匁
・

鐵
工 |

月

撃

り

五

毛

穴
．運
上
銀
七
匁

掛
目
十
二
文
日

斗
四
升

此
逮
上
銀
壱
文
三
り
宛

（
３
７
頁
目
）

］
■
三
郡

］
拾
九

ヶ
村
　
　
　
美
濃
郡

］
但
内
弐
拾
六
夕
村
益
田
組

］

々
拾
六
ヶ
村
　
　
疋
見
組

］

々
七

ヶ
村
　
　
　
一二
隅
組

六

］
七
齢
植
影
鮒
エ
ケ村
　
曜
抑
醜

々
拾

ヶ
村
　
　
　
　
一二
隅
組

々
三
拾
三
ケ
村
　
　
原
井
組

一
拾
六
ヶ
村
　
　
　
　
　
邑
智
郡

内
拾

ヶ
村
　
　
　
　
跡
市
組
之
内

六

ヶ
村
　
　
　
　
市
木
組
不
残

〆
一
御
領
分
東
西
十
五
里

但
銀
山
境
嘉
久
志
村
よ
り

益
田
組
吉
口
迄

南
北
九
り
市
木
よ
り
濱
田
迄

御

領

内
村

■
百
四
拾

壱

ヶ
村

内
士
エ

ケ
村
　
　
　
　
　
一二
隅
組

拾
六

ケ
村
　
　
　
　
　
疋
見
組

十
六
ヶ
村
　
　
　
　
　
益
日
組

三
拾
三
村
　
　
　
　
　
原
井
組

（
３
３
頁
目
）ケ

村

ハ三二

ヶ拾
村 五

市跡
本 市
組 組
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〆
一
営
組
内
道
法

四
里
十
七
丁
十
二
間

但
折
井
村
境
橋
よ
り
平
原
村
組

境
松

ノ
木
迄
道
法

一
御
領
分
境
番
所
弐

ヶ
所

但
東
境
嘉
久
志
村

西
境
益

田
越
峠

一
舟
着
湊

エ

ケ
所

【
解
説
】

こ
の
文
書

は
、

七
号
文
書

と
と
も

に
、

天
保
九
年

（
一
人
二
人
）

の
幕
府

の
役

人

の
巡
見
に
対
応
す

る
た
め
に
作
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

巡
見
使

か
ら

の
質

問
に
す
ぐ
答
え
ら
れ
る
よ
う
、
様

々
な
情
報
が
詳
細

に
記
さ
れ

て
い
る
。

そ

の
具
体
的
な
内
容

は
、
大
き
く

二

つ
に
わ
け

る

こ
と
が

で
き
、
第

一
に
過
去

の
巡
見
使

の
情

報
、
第

二
に
折
居
村

・
周
布
平
原
村

・
岡
崎
村

。
向

田
村

。
古
市

場
村

・
岡
見
村

・
土

田
村

・
西
平
原
村

の
庄

屋

・
高

。
人
高

・
寺
社

・
名
所
古
跡

の
情
報
、
第

二
に
二
隅
組
全
体

の
詳
細
な
情

報

で
あ

る
。
第

二

の
各
村

の
情

報

に

は
名
所
古
跡

の
挿
絵
が
あ
り
、
特
徴
的

で
あ

る
。
残
念

な
が
ら
折
居
村

の
人
高

・

寺
社

の
項
お
よ
び
周
布
平
原
村

の
高

の
項
は
、
貼
紙
が
は
が
れ

て
い
る
。

い
ず

れ

の
情
報
も
非
常

に
詳
細

で
、

こ
の
地
域

の
近
世
史
を
調

べ
る
上

で
非
常

に
参
考

に
な

る
史
料
と
思
わ
れ
る
。

も
と
も
と

は
表
紙

に
あ

る
よ
う

に
、
美
濃

郡
丸
茂
村

の
新
宅
嘉

兵
衛
が
作
成

し

た
も

の
と
思
わ

れ
、

天
保
九
年

の
巡

見
使

の

「
人
馬
支

配
方

」

（
七
号

文
書
）
を

命

じ
ら
れ
た
今
市
庄
屋

の
林
治
が
借

り
受

け
た
か
、
譲

り
受

け
た
も

の
と
思
わ
れ

ア（ゼ
。

九
　

乍
憚
御
尋

二
付
申
止
候

口
上
覚

（
歯
柔
垣
を
め
ぐ
る
騒
動
顛
末
書

）
①
竪
継

紙

年
憚
御
尋

二
付
申
上
候

口
上
覚

兼

而
歯

柔
垣
御

預
申

上
置
候
処
、
未
」
御
沙
汰
無
御
座
、
廿

二
日
出
水
之
後
者
」

別
而
心
せ
き
、
度

々
村
方
江
申

出
」
仕
候

□
付
、
村
役

人
中
よ
り
御
窺

二
御
書
」

被

下
候
故
、
十
五
日
追

々
両
二
人
宛

町
宿
江
」
伺

二
罷
出
、
多

人
数

二
相
成
候
庭
、

村

役
人
」
相
詰
候

而
相
窺
候

間
、
御
役
所
近
辺
江
」
大
勢
罷
出
候
而
者
、

不
相
成

候
間
、

早
速

引
取
」
候
様
、

手
堅
被
仰

聞
、
夜

二
入
帰

り
足

二
」
大
橋

二
而
明

日

四

つ
比
迄
、
御
沙
汰
無

」
御
座
候
者
、

又

々
聞
合

二
罷
出
可
申
候
与
』

互

二
相
談

仕
、

引
取
申
候

処
、

翌
朝

よ
り
様

子
」
聞

□
□
し
く
故
、
多

助
宅

江
打
寄

、
」
御

沙
汰
相
待
ち
候

得
共
、
昼
過
迄
茂
御
」
沙
汰
無
御
座
候

二
付
、

乙
吉
村
彦
衛
門
方

江
」
為

聞
合

私
参

り
候
処
、

上
本
郷
村

之
者
」

乙
吉
村

之
者

出
懸
侯
趣
、

見
請
」

申
侯

二
付
、

直
様

罷
帰
、
其

段
申

聞
候

処
、
」
何
茂

一
同

二
常

右
衛

門
方

江
罷
越

候

得
者

、
」
村
役

人
中

よ
り
不
及
伺

出

二
、
御
沙
汰
」
次
第
為

相
知
候

間
、
静
帰

り
居
家
業
」

可
仕
旨
、

又

々
申
参
候
得
共
内

二
居
候

而
茂
」
気
諦
〕茂

不
仕
、

乙
吉

村

一
同

二
相
成

、
」
峠

山
半
左
衛
門
宅

江
参

り
、

様

子
相
待
居
候
」
仕
合

二
御
座

候
、

金
脇
方

江
罷
出
侯

儀

二
者

』
決

而
無
御
座
候
、
御
沙
汰

之
趣

承

二
而
、
」
直

様

垣
手
之
用
意

共
御
座
候

て
」
加
勢

可
申

と
奉
存
、
相
待

居
申
候
、
』

只

一
所

ニ
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打

寄

候

而
御

沙

汰

相

待

候

」

儀

回
、

不
苦

様

二
奉

存

候

処

、

御

法
度

」
相

背
候

ニ

相

当

候

段

、

御

察

当

被

仰

付

候

」

而

者

、　
τ
言
之
申

訳

無

御

座

奉

恐

入
候

、
」

比

上

如

何

様

御

吟

味

被

仰

付

侯

而

茂

、
」

申

上

候

儀

者

無

御

座

候

、

右

御

尋

二
付

」

有

成
奉
申

上
候
、

以
上
、

今
市
百
姓

戌

九

月

廿
人

日
　
　
　

　
　

多

助

上立
一一芦

同
　
五
人
組

喜
左
衛
門

門
様
』

、
」

申

口
書

留

仕

置
候

処

、

相
違

無

御

座

候

、
」

此

上

御
座
候
者

、
御
吟

味

可
被

仰
付
候

、

以
上
、

組
頭

長
右

衛

門

庄
屋

林
治

田
村
庫
左
衛
門
様

松
本
多

十
郎
様

【
解
説
】

こ
の
文
書

は
、
今
市
村

の
百
姓
多
助
が
藩

の
役

人
に
提
出

し
た
も

の
の
写
し

で

あ

る
。
　
一
度
庄

屋

・
組
頭

に
提
出
さ

れ
、
彼
ら

の

一
筆

が
加
え
ら
れ
た
上

で
、
藩

の
役
人
に
提
出
さ
れ
た
。

林
治

は
略
譜

（
十

五
号
）

に
よ
る
と
文
政

二
年

（
一
人

三
〇
）

か
ら
庄
屋
を
務

め

て
お

り
、
在

職
中

の
可
能

性
が
あ

る
成
年

は
、

文
政
九
年

（
一
人

三
六
）
、

天

保
九
年

（
一
人
三
六
）
、
嘉
永

二
年

（
一
人
工
○
）
、

文
久

二
年

（
一
人
六

三
）

で

あ
る
。

多

助

は
藩

の
役
人
か
ら
歯

柔
垣
を
預

か

っ
て

い
た
が
、

そ
れ
に

つ
い
て
何

の
連

絡

も
な

い
た
め
、
問

い
合
わ

せ
よ
う
と
役
所

に
出
向

い
た
と

こ
ろ
、
上
本
郷
村

・

乙
吉
村

の
人

々
が
聞
き

つ
け

て
大
勢
集

ま
り
、
騒
動

に
な

つ
て
し
ま

つ
た
。

こ
の

た
め
、
多

助

は
取
り
調

べ
を
受

け
る

こ
と

に
な

り
、
庄
屋
と
組
頭

お
よ
び
五
人
組

の
喜
左
衛
門
が
立
ち
会

っ
て
、

こ
の
顛
末
書
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
騒
ぎ

が
起
き
た
原
因
と
し

て
、
幕
末

の
政
情

不
安
が
あ

っ
た
可
能

性
が
あ

る
。

十
　
頼

母
子
証
文
雛

形
○
竪
冊

頼
母
子
證
文
之
事

一
正
銀

五
巻

目
也
、
」
右
者
何
右
衛
門
殿
』
始
第
人
番
私
江
」
札
営

り
、
前
書
之
」

銀
辻
、
惟

二
受
取
』
申
候
、
返
弁
之
儀

は
」
御
定
之
通
、
年

々
」
急
度
返
済

可
』

申
候
、

此
質
物
左
之
通

一
上

田
三
反
歩
高
三
石
』

一
中
畑
人
畝
歩
高
弐
斗

一
山
林
壱

ヶ
所

但
凡
三
町
程
』

行  右

届  之

不  通

申 私

御  共

不  立

層  3 長豊 林畳

茂 候 右 治L而
衛 様
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一
酒
場
壱

ヶ
所

株
高
百
五
拾

石

造
米
高
弐
百
石
』

一
酒
蔵
壱
軒

一
五
尺
桶
拾

工
本

一
四
尺
　
人
本
』

半
切
七
十
五

小
道
具
不
残

袋
六
百
九
拾
表
』

済
船
壱
艘
井

ニ

掛

石
共

二
其
外

諸
品
壱
弐
』

一
居
宅
壱
軒

一
土
蔵

工
軒

〆
右
之
辻
』

内

御
年
貢
諸

役
」
引
残
貢

入
米

』

四

石
人
斗
七
升

六
合

」

五
勺

三
才
弐

毛
、
」
右
之

品

々
書

入
』

置
候

間
、

千
萬

一
」
返
弁
不
埒

之
」
節
者
、
前
書
之
品
』

不
残
請

人

方
江
」
引
受
、
御
連
中
江
」

は
現
銀

◆
急
度
』

返
達

可
申
候

、
為
」
後

日
御
庄
屋

之
」
御
奥
判

・
御

』
組
頭
衆

印
形
井

二
」
受
人
相
立
、

證
文
」
相

認
メ
入
置
申
』

庭
如
件

取
主
何
屋

弘
化
二
年
　
何
右
衛
門

受
人
何
村

正
月
吉

日
　
何
兵
衛
』

證
人
組
頭

頼
母
子
　
　
何
左
衛
門

御
連
衆
中

【
解
説
】

こ
の
文
書
は
、
頼
母
子
講
か
ら
倍
銀
す
る
際
に
、
提
出
す
る
証
文
の
雛
形
で
あ

玄
０

。

頼
母
子
講
は
、
人

々
が
集
ま

っ
て
議
を
結
成
し
、
少
額

の
米
穀

・
銭
．貨
を
拠
出

し
て
、
抽
選
な
ど

の
方
法
で
講
中
の
者
に
融
通
す
る
社
会
慣
行
で
あ
る
。

十

一
　

御
仲
済
御
礼

一
札
○
竪
紙

御
中
済
御
礼

一
札
之
事

一
去

ル
未

之
年

乙
吉
村

人
蔵
与
取
引
故
障

」
出
来
仕
候

而
、
御
村
方
御
厄
介

二
相

成
侯

段
恐

入
」
奉
存

候
得

共
、
無
余
犠
参

り
懸

二
付
、

只
様
年
延

二
」
相
成
候

処
、

此
度
貴
家

御
心

入
フ
以
御
中
済
被

成

下
ど

其

上
御

両
村

之
処
、
御
相
拶

被
成

下
、
於
御
村
方

二
」
茂
格

別
之
御
掛
引

二
以
、
品
麗

御
済
被

下
」
候
段
、

別
而
難
有

仕
合
奉
存
侯
、
依

而
御
中
済

」
御
礼

一
札
差
上
置
申
候
処
、
依
而
如

件
、

嘉
永
七
　
　
　
　
　
　
　
本
人
ゑ
ひ
す
や

寅

正
月
日
　
　
　
　
　
　
　
安
左
衛
門

（
黒
印
）

ミ
し
ま
や

伝
右
衛
門
殿
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【
解
説
】

こ
の
文
書

は
、
嘉
永
七
年

（
一
人
五
四
）

に
、
ゑ

ひ
す
や
安
右
衛
門
が

ミ
し
ま

や
伝
右
衛
門
に
宛

て
た
礼
状

で
あ

る
。

ゑ

ひ
す
や
安
右
衛
門

は
弘
化
四
年

（
一
人
四
七
）

に

乙
吉
村

の
人
蔵

と
取
引
を

し
た
際
、

も
め
ご

と
が
起

こ
り
、
な

か
な

か
解
決

で
き
な

か

つ
た
と

こ
ろ
、

ミ
し

ま
や
伝
右
衛
門

の
仲
裁

に
よ
り
解
決

し
た
よ
う

で
あ
る
。

こ
の
文
書
が
金
山
家

に
伝
わ

っ
た
経
緯

は
不
明

で
あ
る
。

十

二
　

山
下
捨
状
○
竪
紙

山
下
捨
状
之
事

一
山
下
壱

ヶ
所

但
庭

は
大
師
堂

下
也

右
之
代
金
壱

両

二
し

て
、
永
代
賣
渡
代

回
」
惟

二
受
取
申

所
実

正
也
、
然

ル
上

は

永
代
御
」
勝

手

二
御
支

配
可
被
成
候
、
於
此

山
下
」
毛
頭
妨
申
者
無
御
座
候
、
為

後
念
之
」
御
組
頭
之
證
判
取
計
、
永
代
捨
状
初
而
如
件
、

安
政
六
年
　
　
　
　
　
と冗
主
川
崎
屋

未
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
二
郎

（
黒
印
）

證
人
組
頭

友
二
郎

（
黒
印
）

鮮
屋亀

之
助
殿

【
解
説
】

こ
の
文
書

は
安
政
六
年

（
一
人
五
九
）
に
、
川
崎
屋
勘
二
郎
が
絆
屋
亀

之
助
に
、

山
下

の
土
地
を
金

一
両

で
売
却

し
た
際

の
契
約
状

で
あ

る
。
組
頭

は
証
人
と
し
て

署
名
捺
印

し
て
い
る
。

十

三

　

（
倅
お
よ
び

そ
の
妻

子
引
取
許
可
願

い
下
書
）
○
竪
継
紙

近
来

右
之
者

■
康

つ
わ

の
領
高
角
村

へ
出
職
仕
居
侯
処
、
近

々
為
壱
年
」
他
所
稼

六

ヶ

儀
取
行

日
■
■
■

度

当
地

へ
罷
帰
居
候

処
、
此
度
悴

山
伏
勝

山
茂
」
当
地

二
逗
留
仕

■
不
法
之

■
■

侵
力
）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

儀
取
行
候

二
付
、

日
傘
キ
走

■
付
、
伝
者
儀

も
同
様
」
立
退
被
仰
付
、
再
他
行
仕
候
段

に
成
、
親
類

父
■
■
■
■

　

　

歎

ヶ
敷

者

不
及
申
、　
一
統
」

■
■
■
奉
存
候
、

同
人
儀
於
而
実
赤

之
者

■
■

二
而
右
被

」

仰
達
、
直
様
悴
勝
山
勘
当
仕
高
津
村

へ
引
取
、
恐
入
居
、
」
御

口
合
御
座
候
、
今

日

更
妻

子
数
多

召
連
路
頭
迷
候
段

■
」
不
便
至
極

二
奉
存
候

二
付
、
何
共
恐
入
候
、

御
願

二
御
座
侯
得
共
」
格
別
之
御
仁
恕

フ
以
、
帰
村
御
免
被
仰
付
被

下
置
候

ハ
ヽ
、
」

一
倍
難
有
仕
合

可
奉
存
侯
、
此
段
御
書
附
奉
歎

願
候
、
宜
敷
」
被
仰
上
下
奉
願
候
、

己
上

【
解
説
】

こ
の
文
書

は
、
何
者

か
が

そ

の
勘
当

し
た
息

子
を
引
き
取

る
こ
と
を
願

い
出
た

文
書

の
下
書
き

で
あ

る
。

こ
の
文
書

の
筆
者

の
子
は
、
津
和
野
領

に
出
稼
ぎ

し
て

い
た
が
、
戻

っ
て
き
た

際

に
山
伏
や
勝

山

（
遊
女
）
を
連

れ

て
帰

っ
た
た
め
、
処
罰
を
受
け
た
。

こ
の
た

め
、
筆
者

は
そ

の
子
を
勘
当

し
た
が
、
妻

子
を
多
数
連

れ

て
路
頭

に
迷

っ
て

い
る
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こ
と
を
心
配
し
、
引
き
取
り
た

い
と
願

い
出
た
よ
う

で
あ

る
。

十

四

　

（
諸
秤
改

に

つ
き
、
仕
様
書
等
雛

形
）
○
竪
冊

此
度
為
諸
秤
改
、
神
善

四
郎

手
代
」
織

田
三
兵
衛
首

月
下
旬
濱

田
表

江
罷
越
、

尤
新

町
」
松
屋

□
左
衛
門
方

二
滞
留

い
た
し
、
御

領
分
中
諸
葎
」
相
改
候
積

ニ

付
、
着

之
上
、
濱

田
表
よ
り
申
来

り
候
」
間
、
為
聴
村

々
諸
老
例

之
通
差
出
改

請
」

可
申
候

、
尤
於
村

々
比
節

よ
り
早
速

諸
袢
』

下
改

い
た

し
置
、
改

日
限
申

来
次
第
、
速
差
出
候
様
」
取
計
り
置
可
被
申
候
、

一
諸
脊
改
仕
様
帳
写
、
左
之
通
り

諸
秤
改
仕
様
書
之
覚

一
御
領
分

町
在
中
共

二
、
諸
秤
所
持

之
分

は
、

不
限
」
新
古
た
と

ひ
当
時

入
用
様

二
、　
一
町

一
村

限
其
所
之
」
年
寄
庄
屋
よ
り
家

別
致
吟
味
、
免
教
書
付
」
左
之

通
相

認
、
大
年
寄

・
大
庄

屋
中

江
差
出
、
夫

よ
り
』
秤
改

所
江
差

出
候
様
仕
度

奉
存
候
、
勿

論

町
」
在

中
共

二
此
節
諸
秤
取
集

置
候

而

ハ
、
諸

人
」
商
事

之
差

支
相
成
侯

間
、
追

而
私
共
御
営

地

へ
」
参
上
仕
候
、
上

町
在

々
中
力好

二
比
節

諸

符
取
集
」
間
、
其
節
取
集
差
出
候
様
、

吟
味

之
上
免
数
帳

面

は
早
速
相

調
置
、

私
共
」
御
営

地

へ
参
上
仕
侯
節
、

早
速

差
出
候

補
鼎

様
仕
度
」
奉
存
候
、

覚
』

一
銀
葎
　
　
何
挺

一
小
千
木
　
同
断

一
皿
脊
　
　
同
断

一
大
千
木
　
同
断

〆
　

何
挺

右
之
通
首
榊
肺
致
所
持
候
、
勿
論
町

ハ
懐

ノ、借
核

百
姓

□
□
処
、
相
違
無
之
侯
、
以
上
、

町
年
寄

年
号
月
　
　
　
　
　
　
　
　
誰
印

何
郡
何
村
庄
屋

御
脊
改
所
　
　
　
　
　
　
誰
印

一
町
在

中
共

二
諸
葎
相
改
相
渡
候
節
、　
一
札
」
印
形
交
取
来
り
申
候
、
案

文
左
之

通
り
御
座
候

之  名  町
札  所  在
を  迄  共
付  委  ニ

上 回 之 添 借 御 先
候 ハ 候

｀
家 改 達

と ヽ ｀
指 村 二 而

年 も
｀

万
ヒ

中 付 従
可 敷 諸 御 号

｀
持 一 出 小

L江 ~
申 書 葎 秤 月 其 主 千 改 百 首 戸 札
候 付 役 改  節 ノ

主  た        わ

之  し        鵜

名  
｀        二 届  壱      度

所  持        て L 挺      千

書  主        御  有  も      木L 之        申 □ 無      秤
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町
在
中
諸
袢
指
出
し
上
、
能
秤
改
印

い
た
し
」
節

□
□
損

シ
之
分

ハ
御
定
之
料
、

物
引
査
」
相
渡

シ
可
申
、
勿

論
悪
敷
諸
秤

ハ
取
上
ケ
」
置

可
申
候
、
勿

論
悪
敷

諸
袢

ハ
取
上
ケ
、
』
悉
改
質
済
之
節
、
御
役
所
上
納
仕
候
、
」
新
秤
望
之
在

ハ
早

速
申

出
候
様
仕
度

」

□
□
□
候

品
も
有

之
候
、　
一
ハ
其

手
首

」

早
速
仕
度
候
、

勿
論
直
段
之
儀

ハ
京
都
」
御
定
之
通

二
而
売
渡

シ
申
候

【
解
説
】

こ

の
文
書

は
、
神
善

四
郎

の
手
代
織

田
三
兵
衛
が
浜

田
に
諸
葎
改

の
た
め

に
赴

き
、
各

町

・
各
村

に
書

枠

の
仕
様
書
な

ど

の
提
出
を
命

じ
た
際
、

そ

の
手
本
と

し

て
各

町

・
村

に
配
布
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

当
時

の
秤

の
種
類
と

し
て
、

「
銀
秤

」
。
「
皿
葎
」
。
「
小
千
木
」
。
「
大
千
木
」

と

呼
ば

れ
る
も

の
が
あ

つ
た

こ
と
、
脊
が
重
要
な
道
具

で
あ

る
た
め
、
厳
密

に
取

り

調

べ
が
行
わ
れ

て
い
た

こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

十

五
　

先
祖
数

代
勤

言
上
覚

（
表
紙
）

天
保

五
年

先

祖
数

代
勤

言
上
覚

今
市
庄
屋

午

七

月

　

　

［
　
　
　
］

治

（
１
頁

目
）

乍
憚
御
尋

二
付
申
上
候

口
上
覚

先
祖
書

以
前
之
儀
は
相
知
不
申
候

一
慶
長
年
中
よ
り
庄
屋
役
勤
来
り
申
候
、
年
月
」
等
委
敷
儀

は
相
知
不
申
候
、

今
市
庄
屋
初
代

平
兵
衛

（
２
頁
目
）

同
弐
代

一
慶
長
拾

四
百
年

［

］
跡
役
悴
　
　
与
右
衛
門

右
順
役
被
　
仰
付
、
難
有
相
勤
申
候

一
寛
永
拾
弐
亥
年
与
右
衛
　
　
　
　
同
三
代

門
跡
役
悴
金
山
又
左
衛
門

右
順
役
被
　
仰
付
、
難
有
相
勤
申
侯

（
３
頁
目
）

一
正
保

尤

益

田
浦

年

一
延

宝

五 寄 今 四
巳 役 市 亥

年  ヒ 庄  年
金 是 屋 金

山  よ  )贋  山

治  り 役  又今

右  始  井  左 市

衛  而  益  衛 庄

門 被  田 門屋

跡    浦  跡 益

門

E;儒

代

申

侯

（
４
頁

目
）

右

順

役

□
　

仰

付
、

難
有

相
勤
申

候

今
市
庄
屋
六
代

一
元
禄
拾

壱
寅

年

六
左

衛

門
跡

役
悴

　

一二
之
助

暫

今

市

庄

屋

役
被

　

仰

付

、

暫

相

勤

、

廻
訟

」

奉

願
上
候

得
者

」
御

預

ヶ
役

二
被

　
仰

付
、

（
５
頁

目
）

手
訟
改
仕
度

二
付
、
御
免

之

弐
拾

ヶ
年
中
役
仕
候

■

■
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⌒  御      一

6 紋      享

頁  附      保

目 御 元 今 四
ヤ

上 文 市 亥

下 四 庄 年

御 未 屋 三

許 四 役 之

領  月 被  助跡

被  唾    悴
下  勤  仰
置  切  付｀

御  ヽ

三
拾

七

ヶ
年

相

勤

申

候

内

、

惜
姉
村
庄
屋
人
代

一
宝
暦
工
亥
年
太
右
衛
門
跡
役
悴
　
　
一ハ
治
郎

今
市

庄

屋
役
被

　
仰
付

、
難
有
相

勤
申
候

、
」

下
本

郷
村

庄

屋
役
被

　
仰

付
暫
相

勤
御
免

」

之
御

願
申

上
候

得

は
、
御

決
済
被

下
置
、
」
其
後
中

須

村
庄
屋
役
被
仰
付
、
難
有
」
相
勤
申
候
、
尤
寛
政
九
巳
ノ
年
迄
四
拾
二
年
」

無
滞
勤
申
候

（
７
頁
目
）

愴
締

村
庄
屋
九
代

一
寛
政
九
巳
年
六
治
郎
之
跡
役
悴
　
　
人
郎
右
衛
門

右
順
役
被
仰
付
、
難
有
奉
存
侯
、

松

井
治
郎
太
夫

様
御
代
官
被
遊

候
節

、
」

出
精

相
勤
候

由
、
御
誉
御

言
御

座
侯
、
」

松
本
治
兵
衛
様
よ
り
右

同
様
御
意
御
座
候
、

（
８
頁
目
）

大

屋
久
兵
衛
様

よ
り
右

同
様

御
意
御
座
候

、
」

両
品
御

褒
美
被

下
置
、
難

有
奉
存
候
、
」

斎
藤
典

左
衛

門
様
御
勤
被
遊
候
節
、

文
化

三
」
寅
暮
、
御

目
録
之
通
御
褒

美
被

　
仰
付
」
難
有
奉
存
候
、
文
化
人
未
人
月
」
御

目
録

之
通
御
褒
美
被

仰
付
、
難
有
」
奉
存
候
、

（
９
頁
目
）

文
化
九
申

二
月
祖

父
太
右
衛
門
江
被

下
置
侯
、
」

御
紋
附
御
上
下
順
着
仕
候
様
被
　
仰
付
、
重

々
難
有
」
仕
合
奉
恐
入
候
、
」

藤
井
作
左
衛
門
様
御
勤
被
遊
侯
節
、
文
化
十
二
」

子
二
月
十

日

御
紋
附
御
上
下
井
御

目
録
被
　
仰
付
被
下
置

（
１
０
頁
目
）

難
有
仕
合
奉
恐
入
候
、

三

文

化
十

四
丑

■
月
十
六

日
金

百
本

入
被

下
置
、
」
難
有
奉

存
候
、

同
四
月

十

日
銀
札
壱
符
」
被

下
置
、
難
有
奉
存
侯
、
文
政

三
辰
」
年
迄
弐
拾

四

ヶ

年
無
滞
相
勤
申
候

（
１
１
頁
目
）

今
市
庄
屋
拾
代

一
文
政
三
辰
年
人
郎
右
衛
門
跡
役
悴
　
林
治

今
市

庄

屋
役
被

　
仰

付
、
難
有
存
奉
候

、
」

又
人
郎
右
衛

門
勤

中
」
御

■

在
被
遊
候
節
、
御

目
通
被
仰
付
、
」
鳥
目
被

下
置
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、

（
１
２
頁
目
）

右
之
通
書
上
仕
候
、
比
段
宜
被
仰
上
」
可
被

下
候
、

以
上
、

今
市
庄
屋

林

二

一
天
保
十
弐
丑
人
月
十
七
日
才
蔵
組
頭
役
被
仰
付
候
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【
解
説
】

こ

の
文
書

は
、

天
保

五
年

（
一
人
三
四
）

に
、
今
市
庄
屋

の
林
治
が
藩

か
ら

の

先
祖

の
事
績

に

つ
い
て
の
質
問
に
姑
し
て
、
答
え
た
も

の
で
あ
る
。

慶
長
年
間

に
今
市
村

の
庄

屋
を
初

め

て
命

じ
ら
れ
た
初
代

の
平
兵
衛

か
ら
、

十

代

の
林
治
ま

で
各
代

の
事
績

が
記
さ
れ

て
い
る
。
最

も
古

い
記
述

は

二
百
年

以
上

さ

か

の
ば

る
た
め
、

そ

の
内
容

に

つ
い
て
は
他

の
史
料

で
裏
付
け
を
と
る

こ
と
が

望
ま
し
く
、
慎
重
に
検
討
す

る
必
要
が
あ

る
。

他

の

「
金

山
家

文
書
」

に
見
え

る

の
は
、

七
代
太
右
衛

門

（
一
号
）
、

九
代

人

郎
右
衛

門

（
三
号

・
四
号
）
、

十
代
林
治

（
六
号

・
七
号

・
九
号
）

で
あ

る
。

金

山
太
右
衛
門

は
宝
暦
年
間

に

乙
吉
村

の
庄
屋
と

し

て
、
雪
舟

の
墓
を
再
建

し
た
人

物
と
し
て
知
ら
れ
る
。

信
憑
性
を
と
り
あ
え
ず

お

い
て
、
内
容

そ

の
も

の
に
注

目
し

て
み
る
と
、
遅
く

と
も
慶
長
十

四
年

（
一
六
〇
九
）

以
後
、

天
保
年
間
ま

で
今
市
村

の
庄
屋
を
務

め

て

い
た

こ
と

に
な

り
、

ま
さ

に
江
戸
時
代
全
期

に
渡

つ
て
い
る
。

ま
た
益

田
浦
年

寄

・
中
須
村
庄
屋

・
下
本
郷
村
庄
屋
な
ど
も
務

め
た
。
こ
う

し
た
功
績
が
報
わ
れ
、

七
代
太
右
衛
門

は

「
御
紋
附
御
上
下
」

の
着

用
を
許
さ

れ
、
九
代
人
郎
右
衛
門

は

何
度

も
褒
美
を
与
え
ら
れ
、
祖

父

の

「
御
紋
附
御
上
下
」

の
着
用
を
認
め
ら
れ
、

十
代
林
治

は
藩
主

に

「
御

目
通
」
が
許
さ
れ
、
鳥
目

（
銭
）
を
与
え
ら
れ
た
。

ま
た
私
的
な
側

面
と
し

て
、

六
代

三
之
助
が

「
廻
訟

手
松
改
」
を
願

い
出
た

こ

と

は
注

目
さ

れ

る
。

こ
の
こ
と

は
、
金

山
家

が

廻
船
業

を
営

み
、

少
な

か
ら
ず

廻

船

を
抱
え

て

い
た

こ
と
を
示
し

て
い
る
。

こ
の
廻
船

に
よ
る
経
済
力
を
背
景

に
、

金
山
家

は
庄
屋
を
務
め
た

の
で
あ
ろ
う
。

十
六
　
記

（
金
山
家
歴
代
当
主
お
よ
び
妻

子
の
卒
年

・
戒
名
）
○
切
紙

記

（享

力
）

卒

和

三
年
　
亥

正
月
十

七

日

亡

ス

徹

山
道

志

居
直

位
金

山

六
治
郎

金

山
人
代

六
治

郎

文
攻

四
年

巳
十

二
月

五

日
（妻

力
、

以

下

同

じ
）

六
治
妾

享
和
四
年
二
月
十
七
日

白
岩
禅
庭
大
姉

金
山
九
代
八
郎
右
衛
門

享
和
三
年
正
月
廿
七

日
亡

ス

人
郎
衛
門
妾

濱

田
御
臣
家
仲
原
村

輪
右
衛
門
娘

〔天蟻綿理抑管帥［鞠甲「坤『六日

明
治

五
年
申

人
月

十
六

日
亡

ス

金

山
拾

代
亀

之
助
行

年

六
十

七
才

〔曲畔聾紳鱒陸人節野五紺短財

〔
大
正
七
年

二
月
十
日
権
人
■
妾
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寂 を 中
峯た 須
浄 ツ 福
光行 原
大年  助
姉 九 右
新十 衛
ノ(房魔   F写
母  妾女

【
解
説
】

十
七
号
文
書
と
と
も
に
解
説
す
る
。

十
七

　

（
益

田
組
金
山
家
歴
代

職
歴
）

益

田
組

文
化
四
年
　
惜
姉

二
月
十
六
日
座
屋

金

山
九
代
人
郎
右
衛
門

親

六
治

郎
行
年

六
拾
九
歳

二
而
果

ル

庄
屋
役
四
十
三
年
相
と
押

六
拾

歳

二
隠
居

大
正
三
年
十
月

廿

一
日

区
長
金

山
新
入

大

正
四
年
二
月
十
日

農
会
役金

山
新

人

大

正
七
年
大
市

Ｏ
切
紙

石
方

同
人
年
　
獄
姉

同
九
年
　
敲
姉

　
一二
カ
年

大

五
人
年
二
月

厳
島
拝
前
　
新
ち
く
た

て

区
長
金
山
新
人

区
長
七
カ
年

つ
と
め

【
解
説
】

十
六
号
は
金
山
家
歴
代
当
主
お
よ
び
そ
の
妻
子
の
卒
年
や
戒
名
を
記
し
た
も
の
、

十
七
号
は
金
山
家
歴
代
当
主

の
職
歴
が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
も
に
大
代
の

六
治
郎
以
降

の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
九
代
ま
で
は

一
致
し
て
い
る
が
、
十
代

以
降

の
記
述
が
十
五
号
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
で
違

つ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
終
わ
り

と
と
も
に
、
家
が
分
か
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
。

こ
の
ほ
か
、
「
中
庸
集
略
」
（
正
保
丁
亥
歳
大
呂
　
田
原
仁
左
衛
門
新
刊
）
、
「
大

元
授
時
暦
経
」
（
寛
文
∧
年
二
月
　
泉
浜
後
学
井
上
了
柏
書
）
、
本
草
書

（
漢
方
薬

の
処
方
に

つ
い
て
）
、
「
西
国
三
拾

三
所
詠
歌
」
、
掛
け
軸

（
和
歌
と
歌
人
が
描
か

れ
て
い
る
）
、
「
神
武
天
皇
御
神
像
」
（
明
治
十
四
年
　
大
阪
府
平
民
飯

田
松
蔵
発

刊
）
、
津
囲
南
濤

『
中
等
教
育
　
鼈
頭
作
文
い
る
は
引
　
註
解
用
文
三
千
題
目
次
』

（
奥
書
欠
）
、
学
海
指
針
社

『
訂
正
　
帝
国
読
本
巻
之
八
』
（
小
林
人
郎
、
明
治

二

(44)



十
五
年
初
版
、
同
二
十
七
年
四
版
）
、
計
算

の
読
み
本

（
表
紙

。
奥
書
欠
）

る
が
、
翻
刻
は
省
略
す
る
。

【
補
遺
】

十
人
　
寅
春
人
高
増
減
帳
○
竪
冊

（
表
紙
）慶

応
弐
年

二
月
十
六
日

寅
春
人
高
増
減
帳美

濃
郡
益
田
組

今
市

寅
春
増
人
之
分

久
城
村
　
　
　
　
組
頭
助
右
衛
門
飯
、
安
次
郎
女
房
、
弐
拾
壱
歳

一
真
宗
　
　
泉
光
寺
旦
．那
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
い

此
者
下
吉
田
儀
左
衛
門
娘
、
去
ル
丑
十

一
月
十
四
日

助
右
衛
門
奴

二
参
り
申
候
、

益
田
村
　
　
　
　
新
屋
源
吉
養
子
工
歳

一
浄
土
宗
　
暁
音
寺
旦
那
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手ハ
太
郎

越
原
村

　

　

＊
木
弟
木
曲
半

此
者
津
和
野
領
岩
本
鶴
太
郎
枠
、
蕪
♯
＋
参
り
申
樵

去
丑
二
月
十
七
日

ニ

粂
書
）
　

源
吉
養
子

二
参
り
申
候
、

標
魔
吉
」

壊
雌
十
歳
」

「
下
本
郷
村
　
　
大
黒
屋
喜
代
蔵
奴
弟
、
日
■
女
房
■
■
■
」

が
あ
　

　

　

「
・一
酔

・‐宗
　

砂
義
寺

旦
那
」

弟

（
朱

書

）

柔
書
）

下
本
郷
村
喜
蔵
養

母
、
喜
代
蔵
奴

「
比
者
喜
代
蔵
奴
二

参
り
申
侯
」

寅
春
減

人
之
分

益

田
村
　
　
　
　
新
屋
源
吉
父
六
拾

六
歳

一
浄
土
宗
　
暁
音
寺

旦
那

此
者
去

丑
二
月
六
日

二
相
果
申
候
、

上
本
郷
村
　
　
　
蛭
子
屋
寅
次
郎
女
房
四
拾
九
歳

一
禅

宗
　
　
妙
義
寺

旦
那

此
者
去

ル
丑
二
月
十
七
日
不
縁

二
付
、

．
　

　

　

　

　

　

　

　

　

申
候
、

村

万
江
差
帰

し

中
嶋

兄
直
七
・

組
頭
助
右
衛
門
女
房
工
拾
三
歳

久
城
村

一
真
宗
　
　
泉
光
寺

旦
那

此
者
彗
寅

正
月
十

一
日
相
果
申

し
候
、

貼

紙
）

一一　
塩
男
二
人

］

人
　
女
弐

人
」

］

是
去

丑

二
月
十

日
よ

り
寅

二
月
十

日
迄

］

人

（朱
書
）

「
弐
人
」

女
壱
人

］

二
月
十

日
迄

十
日
よ
り
寅

］

一
一
月
・

］
御
座
候
、
以
上
、

か
ん

■
■

■
■

二
参

り
申
候

丑
二
月

十

日』

才

蔵
つ
ぢ

だ

い
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］
月
十
六
日

送
状
之
事

何
乃
何
方
今
村
何
兵
衛

今
市
庄
屋

金
山
亀

之
助

（
黒
印
）

【
付
記
】

こ
の
文
書
を
翻
刻
す

る
に
あ

た

書

館
）

に
お

い
て
輪
読

し
、
多

く

り
て
お
礼
申

し
上
げ
た

い
。

右
者
、
当
村
何
左
衛
門
娘

二
村
方

何
助
頗
参
申
候

つ
る
、
章
何
御
改
よ
り

之
御

兼
印

＝

入
帳
送
状
、
依
而
如
件
、

以
手
紙
得
貴
意
申
候
、
然
者
」
貴
御
村
何
左
衛
門
弟
何
吉
、
当
村
何
兵
衛
養

子
参

候
様
、
御
送
状
」
之
通
、
引
請
候
所
、
当
村
宗
帳
」

た
ゞ
養

子
御
座
候
間
、
左
様

」

□
仕
出
可
被

下
候
、
奉
願
候
、
」

□
□
□
□
比
段
得
貴
意
申
候
、

已
上
、
　

　

　

』

］
請
状
之
事

当
卯
何
拾
才何

吉

右
者
、
此
者
当
村
何
右
衛
門
養

子

二
相
成
、
参

り
」
侯

二
付
、
送
状
之
通
引
請
申

候
間
、
」
可
被
成
除
帳
候
、
為
後

日
請
状
」
如
件
、

何
何
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
村
役
人
判

何
村

御
役
人
中

つ
て
は
、
古
文
書
を
読
む
会

（
於
益
田
市
立
図

の
貴
重
な
意
見
を
た
ま
わ

つ
た
。

こ
の
場
を
借
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図 版



美濃郡今市村地図 (広島大学図書館所蔵)



図版 2

調査着手前

重機による造成土堀削

土層堆積状況 (西壁・北壁)



図版 3

下層確認状況

銅録釉陶器皿出土状況

木製品 (板材)出土状況



'i群

礫敷遺構検出状況 (西から)



図版 5

銅録釉陶器 皿



図版 6

礫敷遺構共伴遺物

礫敷遺構共伴遺物
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